
Ⅰ. 水質汚濁に係る環境基準 
1.公共用水域の水質汚濁に係る環境基準 
 

人の健康を保護し､生活環境を保全するうえで維持することが望ましい基準として水質汚濁に係る環境

基準が､ダイオキシン類対策特別措置法によりダイオキシン類の環境基準が定められています｡ 

また、人の健康の保護に関連する物質､生活環境を構成する有用な水生生物及びその餌生物並びに

それらの生息又は生育環境の保全に関連する物質ではあるが､公共用水域等における検出状況等から

みて､直ちに環境基準とはせず､引き続き知見の集積に努めるべきものとして要監視項目が定められて

います｡ 
 

表1 人の健康の保護に関する環境基準  昭和46年環告59号別表1 
項目 基準値 

ｶﾄﾞﾐｳﾑ 0.003mg/L以下 

全ｼｱﾝ 検出されないこと 

鉛 0.01mg/L以下 

六価ｸﾛﾑ 0.02mg/L以下 

砒素 0.01mg/L以下 

総水銀 0.0005mg/L以下 

ｱﾙｷﾙ水銀 検出されないこと 

PCB 検出されないこと 

ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ 0.02mg/L以下 

四塩化炭素 0.002mg/L以下 

1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ 0.004mg/L以下 

1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0.1mg/L以下 

ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0.04mg/L以下 

1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ 1mg/L以下 

項目 基準値 

1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ 0.006mg/L以下 

ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0.01mg/L以下 

ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0.01mg/L以下 

1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ 0.002mg/L以下 

ﾁｳﾗﾑ 0.006mg/L以下 

ｼﾏｼﾞﾝ 0.003mg/L以下 

ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌ  ゙ 0.02mg/L以下 

ﾍﾞﾝｾﾞﾝ 0.01mg/L以下 

ｾﾚﾝ 0.01mg/L以下 

硝酸性窒素及び 

亜硝酸性窒素 
10mg/L以下 

ふっ素 0.8mg/L以下 

ほう素 1mg/L以下 

1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ 0.05mg/L以下 
1.基準値は年間平均値とする｡ただし､全ｼｱﾝに係る基準値については､最高値とする｡ 

2.｢検出されないこと｣とは､環境基準の測定方法(昭和46年環告59号)による結果が定量限界を下回ることをいう｡ 

3.海域については､ふっ素及びほう素の基準値は適用しない｡ 

 

表2 生活環境の保全に関する環境基準  昭和46年環告59号別表2 

1河川(1)河川(湖沼を除く) 
ｱ 

項目類型 AA A B C D E 

水素ｲｵﾝ濃度(pH) 6.5以上 

8.5以下 

6.5以上 

8.5以下 

6.5以上 

8.5以下 

6.5以上 

8.5以下 

6.0以上 

8.5以下 

6.0以上 

8.5以下 

生物化学的酸素

要求量(BOD) 

1mg/L以下 2mg/L以下 3mg/L以下 5mg/L以下 8mg/L以下 10mg/L以下 

浮遊物質量(SS) 25mg/L以下 25mg/L以下 25mg/L以下 50mg/L以下 100mg/L以下 ごみ等の浮遊が 

認められないこと 

溶存酸素量(DO) 7.5mg/L以上 7.5mg/L以上 5mg/L以上 5mg/L以上 2mg/L以上 2mg/L以上 

大腸菌数 20CFU/ 

100mL以下 

300CFU/ 

100mL以下 

1,000CFU/ 

100mL以下 

- - - 

ｲ 

項目類型 生物A 生物特A 生物B 生物特B 

全亜鉛 0.03mg/L以下 0.03mg/L以下 0.03mg/L以下 0.03mg/L以下 

ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ 0.001mg/L以下 0.0006mg/L以下 0.002mg/L以下 0.002mg/L以下 

直鎖ｱﾙｷﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝ 

ｽﾙﾎﾝ酸及びその塩 

0.03mg/L以下 0.02mg/L以下 0.05mg/L以下 0.04mg/L以下 



(2)湖沼(天然湖沼及び貯水量が1,000万立方ﾒｰﾄﾙ以上であり､かつ､水の滞留時間が4日間以上である人工湖) 
ｱ 

項目類型 AA A B C 

水素ｲｵﾝ濃度(pH) 6.5以上8.5以下 6.5以上8.5以下 6.5以上8.5以下 6.0以上8.5以下 

化学的酸素要求量(COD) 1mg/L以下 3mg/L以下 5mg/L以下 8mg/L以下 

浮遊物質量(SS) 1mg/L以下 5mg/L以下 15mg/L以下 ごみ等の浮遊が 

認められないこと 
溶存酸素量(DO) 7.5mg/L以上 7.5mg/L以上 5mg/L以上 2mg/L以上 

大腸菌数 20CFU/100mL以下 300CFU/100mL以下 - - 
ｲ 

項目類型 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ 

全窒素 0.1mg/L以下 0.2mg/L以下 0.4mg/L以下 0.6mg/L以下 1mg/L以下 

全燐 0.005mg/L以下 0.01mg/L以下 0.03mg/L以下 0.05mg/L以下 0.1mg/L以下 
ｳ 

項目類型 生物A 生物特A 生物B 生物特B 

全亜鉛 0.03mg/L以下 0.03mg/L以下 0.03mg/L以下 0.03mg/L以下 

ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ 0.001mg/L以下 0.0006mg/L以下 0.002mg/L以下 0.002mg/L以下 

直鎖ｱﾙｷﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝ 

ｽﾙﾎﾝ酸及びその塩 

0.03mg/L以下 0.02mg/L以下 0.05mg/L以下 0.04mg/L以下 

ｴ 

項目類型 生物1 生物2 生物3 

底層溶存酸素量 4.0mg/L以上 3.0mg/L以上 2.0mg/L以上 
 

表3 ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類対策特別措置法による環境基準 平成11年環告68号別表 

媒体 基準値 

水質(水底の底質の汚染を除く) 1pg-TEQ/L以下 
1.基準値は､2,3,7,8-四塩化ｼﾞﾍﾞﾝｿ-゙ﾊﾟﾗ-ｼﾞｵｷｼﾝの毒性に換算した値とする｡ 

2.水質(水底の底質の汚染を除く)基準値は年間平均値とする｡ 

 

表4 要監視項目及び指針値(公共用水域) 平成21年環水大水発091130004･環水大土発091130005号別表 

項目 指針値 

ｸﾛﾛﾎﾙﾑ 0.06mg/L以下 

ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0.04mg/L以下 

1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ 0.06mg/L以下 

p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ 0.2mg/L以下 

ｲｿｷｻﾁｵﾝ 0.008mg/L以下 

ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ 0.005mg/L以下 

ﾌｪﾆﾄﾛﾁｵﾝ(MEP) 0.003mg/L以下 

ｲｿﾌﾟﾛﾁｵﾗﾝ 0.04mg/L以下 

ｵｷｼﾝ銅(有機銅) 0.04mg/L以下 

ｸﾛﾛﾀﾛﾆﾙ(TPN) 0.05mg/L以下 

ﾌﾟﾛﾋﾟｻﾞﾐﾄ  ゙ 0.008mg/L以下 

EPN 0.006mg/L以下 

ｼﾞｸﾛﾙﾎﾞｽ(DDVP) 0.008mg/L以下 

ﾌｪﾉﾌﾞｶﾙﾌ (゙BPMC) 0.03mg/L以下 

項目 指針値 

ｲﾌﾟﾛﾍﾞﾝﾎｽ(IBP) 0.008mg/L以下 

ｸﾛﾙﾆﾄﾛﾌｪﾝ(CNP) - 

ﾄﾙｴﾝ 0.6mg/L以下 

ｷｼﾚﾝ 0.4mg/L以下 

ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ 0.06mg/L以下 

ﾆｯｹﾙ - 

ﾓﾘﾌﾞﾃﾞﾝ 0.07mg/L以下 

ｱﾝﾁﾓﾝ 0.02mg/L以下 

ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0.002mg/L以下 

ｴﾋﾟｸﾛﾛﾋﾄﾞﾘﾝ 0.0004mg/L以下 

全ﾏﾝｶﾞﾝ 0.2mg/L以下 

ｳﾗﾝ 0.002mg/L以下 

ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及び 

ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA) 

0.00005mg/L以下 

（暫定）※ 
※PFOS及びPFOAの指針値（暫定）については、PFOS及びPFOAの合計値とする。 

 

表5 水生生物保全要監視項目 淡水域(公共用水域) 平成25年環水大水発1303272号 

項目 
指針値 

生物A 生物特A 生物B 生物特B 

ｸﾛﾛﾎﾙﾑ 0.7mg/L以下 0.006mg/L以下 3mg/L以下 3mg/L以下 

ﾌｪﾉｰﾙ 0.05mg/L以下 0.01mg/L以下 0.08mg/L以下 0.01mg/L以下 

ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄ  ゙ 1mg/L以下 1mg/L以下 1mg/L以下 1mg/L以下 

4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ 0.001mg/L以下 0.0007mg/L以下 0.004mg/L以下 0.003mg/L以下 

ｱﾆﾘﾝ 0.02mg/L以下 0.02mg/L以下 0.02mg/L以下 0.02mg/L以下 

2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ 0.03mg/L以下 0.003mg/L以下 0.03mg/L以下 0.02mg/L以下 



表6 水域類型の指定状況 

(1)河川 
ｱ 

水域 
該当 

類型 

基準達 

成期間 

備考 

環境基準点 告示年月等 

1 利根川上流(1) 谷川橋から上流 AA ｲ 1 広瀬橋 

昭和47 年環告7 号 

2 利根川上流(2) 谷川橋から久呂保橋まで A ｲ 2 月夜野橋 

3 利根川上流(3) 久呂保橋から群馬大橋まで A ﾛ 
3 大正橋 

4 群馬大橋 

4 利根川上流(4) 群馬大橋から坂東大橋まで A ｲ 5 福島橋 

5 利根川中流 坂東大橋から江戸川分岐点まで A ｲ 
6 坂東大橋 

昭和46 年閣議決定 
7 利根大堰 

6 渡良瀬川上流 足尾ﾀﾞﾑから赤岩用水取水口まで A ｲ 
8 高津戸 

昭和45 年閣議決定 
9 赤岩用水取水口 

7 渡良瀬川(1) 赤岩用水取水口から桐生川合流点まで A ｲ 9 赤岩用水取水口 昭和48 年環告21 号 

8 渡良瀬川(2) 桐生川合流点から袋川合流点まで A ｲ 10 葉鹿橋 平成22 年環告46 号 

9 渡良瀬川(3) 袋川合流点から新開橋まで B ﾊ 11 渡良瀬大橋 

昭和48 年環告21 号 10 神流川(1) 入沢谷川合流点から上流 A ｲ 12 森戸橋 

11 神流川(2) 入沢谷川合流点から笹川合流点まで A ﾛ 13 藤武橋 

12 神流川(3) 笹川合流点から烏川合流点まで A ｲ 14 神流川橋 平成15 年環告35 号 

13 桃の木川 全域 B ﾛ 15 笂井橋 

昭和46 年閣議決定 

14 広瀬川 荒砥川及び粕川を除く全域 B ﾛ 16 中島橋 

15 荒砥川 全域 A ﾛ 17 奥原橋 

16 粕川 全域 A ﾛ 18 保泉橋 

17 早川上流 両毛線鉄橋から上流 A ﾛ 19 早川橋 

18 早川下流 両毛線鉄橋から利根川合流点まで B ﾛ 20 前島橋 

19 石田川上流 大川との合流点から上流 A ﾛ 21 大川合流前 

20 石田川下流 大川との合流点から利根川合流点まで B ﾛ 22 古利根橋 

21 休泊川 全域 C ﾛ 23 泉大橋 

22 赤谷川 全域 AA ｲ 24 小袖橋 平成22 年群告97 号 

23 片品川上流 太田橋(鎌田)から上流 AA ｲ 25 桐の木橋 昭和48 年群告138 号 

24 片品川下流 太田橋から利根川合流点まで AA ｲ 26 二恵橋 
平成22 年群告97 号 

25 烏川上流 森下橋(上里見)から上流 AA ｲ 27 烏川橋 

26 烏川下流 森下橋から利根川合流点まで B ﾛ 28 岩倉橋 

昭和48 年群告138 号 

27 碓氷川上流 鉱泉橋(磯部)から上流 A ｲ 29 中瀬橋 

28 碓氷川下流 鉱泉橋から烏川合流点まで B ﾛ 30 鼻高橋 

29 鏑川 全域 A ﾛ 31 鏑川橋 

30 井野川上流 早瀬川合流点から上流 B ﾛ 32 浜井橋 

31 井野川下流 早瀬川合流点から烏川合流点まで C ｲ 33 鎌倉橋 平成7 年群告682 号  

32 桐生川上流 観音橋(梅田一丁目)から上流 A ｲ 34 観音橋 昭和48 年群告522 号 

33 桐生川下流 観音橋から渡良瀬川合流点まで A ｲ 35 境橋 平成27 年群告151 号 

34 矢場川 全域 C ﾛ 36 落合橋 

昭和48 年群告522 号 35 谷田川 全域 C ﾛ 37 合の川橋 

36 鶴生田川 全域 C ﾛ 38 岩田橋 

37 吾妻川上流 陣出橋から上流 A ｲ 39 新戸橋 
平成6 年群告206 号 

38 吾妻川下流 陣出橋から利根川合流点まで A ｲ 40 吾妻橋 
1.｢ｲ｣は､環境基準を直ちに達成｡ 

2.｢ﾛ｣は､環境基準を5年以内で可及的速やかに達成｡ 

3.｢ﾊ｣は､環境基準を5年を超える範囲で可及的速やかに達成｡ 

4.吾妻川に係るpHについては､当分の間適用しない｡ 

5.井野川下流の当初の指定はD-ﾛ(昭和48年群告138号) 

6.神流川(3)の当初の指定は B-ｲ(昭和48年環告21号) 

7.環境基準点｢赤岩用水取水口｣は､類型当てはめ水域である｢渡良瀬川上流｣及び｢渡良瀬川(1)｣の両水域における環境基準点として､それぞれの環境基準達成

の評価に用いている｡ 



ｲ 

水域 
該当 

類型 

基準達 

成期間 

備考 

環境基準点 告示年月等 

1 利根川上流 坂東大橋より上流 生物A ｲ 

1 広瀬橋 

平成21 年 

環告14 号 

2 月夜野橋 

3 大正橋 

4 群馬大橋 

5 福島橋 

2 
利根川 

中･下流 
坂東大橋より下流 生物B ｲ 

6 坂東大橋 

7 利根大堰 

3 渡良瀬川上流(1)(2) 袋川合流点より上流 生物A ｲ 

8 高津戸 

9 赤岩用水取水口 

10 葉鹿橋 

4 渡良瀬川(3)(4) 袋川合流点より下流 生物B ｲ 11 渡良瀬大橋 

5 神流川 全域 生物A ｲ 

12 森戸橋 

13 藤武橋 

14 神流川橋 

6 桃の木川 全域 生物B ｲ 15 笂井橋 

平成22 年 

群告71 号  

7 広瀬川 全域 生物B ｲ 16 中島橋 

8 荒砥川 全域 生物B ｲ 17 奥原橋 

9 粕川 全域 生物B ﾊ 18 保泉橋 

10 早川 全域 生物B ﾛ 
19 早川橋 

20 前島橋 

11 石田川 全域 生物B ｲ 
21 大川合流前 

22 古利根橋 

12 休泊川 全域 生物B ﾛ 23 泉大橋 

13 赤谷川 全域 生物A ｲ 24 小袖橋 

平成22 年 

群告71 号  

14 片品川 全域 生物A ｲ 
25 桐の木橋 

26 二恵橋 

15 烏川上流 森下橋より上流 生物A ｲ 27 烏川橋 

16 烏川下流 森下橋より利根川合流点まで 生物B ﾛ 28 岩倉橋 

17 碓氷川上流 鉱泉橋より上流 生物A ｲ 29 中瀬橋 

18 碓氷川下流 鉱泉橋より烏川合流点まで 生物B ﾛ 30 鼻高橋 

19 鏑川上流 比佐里橋より上流 生物A ｲ 31 只川橋 

20 鏑川下流 比佐里橋より下流 生物B ｲ 32 鏑川橋 

21 井野川 全域 生物B ｲ 
33 浜井橋 

34 鎌倉橋 

22 桐生川 全域 生物A ｲ 
35 観音橋 

36 境橋 

23 谷田川 全域 生物B ｲ 37 合の川橋 

24 鶴生田川 全域 生物B ｲ 38 岩田橋 

25 吾妻川 全域 生物A ｲ 
39 新戸橋 

40 吾妻橋 

26 矢場川 全域 生物B ｲ 41 落合橋 
平成22 年 

群告273 号 
1.｢ｲ｣は､環境基準を直ちに達成｡ 

2.｢ﾛ｣は､環境基準を5年以内で可及的速やかに達成｡ 

3.｢ﾊ｣は､環境基準を5年を超える範囲で可及的速やかに達成｡ 

4.広瀬川の水域は｢全域｣としているが､ｱの表に掲げる水域と同一の水域を示す｡ 



(2)湖沼 
ｱ 

水域 該当類型 
基準達 

成期間 

備考 

環境基準点 告示年月等 

1 赤城大沼 全域 湖沼A ﾛ 1 湖心 
昭和48 年群告522 号 

2 榛名湖 全域 湖沼A ｲ 2 湖心 

3 尾瀬沼 全域 湖沼A ｲ 3 湖心 昭和56 年群告250 号 

4 矢木沢ﾀﾞﾑ(奥利根湖) 全域 湖沼A ｲ 4 湖心 

平成15 年環告35 号 

5 奈良俣ﾀﾞﾑ(ならまた湖) 全域 湖沼A ｲ 5 湖心 

6 藤原ﾀﾞﾑ(藤原湖) 全域 湖沼A ｲ 6 湖心 

7 草木ﾀﾞﾑ(草木湖) 全域 湖沼A ｲ 7 湖心 

8 下久保ﾀﾞﾑ(神流湖) 全域 湖沼A ｲ 8 湖心 

9 相俣ﾀﾞﾑ(赤谷湖) 全域 湖沼A ｲ 9 湖心 

平成17 年群告228 号 10 薗原ﾀﾞﾑ(薗原湖) 全域 湖沼A ｲ 10 湖心 

11 桐生川ﾀﾞﾑ(梅田湖) 全域 湖沼A ｲ 11 湖心 

12 須田貝ﾀﾞﾑ(洞元湖) 全域 湖沼A ｲ 12 湖心 平成21 年環告14 号 
1.｢ｲ｣は､環境基準を直ちに達成｡ 

2.｢ﾛ｣は､環境基準を5年以内で可及的速やかに達成｡ 

3.尾瀬沼についてはBODについても考慮する｡ 

ｲ 

水域 該当類型 
基準達 

成期間 

備考 

環境基準点 告示年月等 

1 赤城大沼 全域 II ﾛ 1 湖心 
昭和61 年群告935 号 

2 榛名湖 全域 II ﾛ 2 湖心 

3 矢木沢ﾀﾞﾑ(奥利根湖) 全域 II ｲ 3 湖心 

平成15 年環告35 号 

4 奈良俣ﾀﾞﾑ(ならまた湖) 全域 I ｲ 4 湖心 

5 藤原ﾀﾞﾑ(藤原湖) 全域 II ｲ 5 湖心 

6 草木ﾀﾞﾑ(草木湖) 全域 III ｲ 6 湖心 

7 下久保ﾀﾞﾑ(神流湖) 全域 III ｲ 7 湖心 

8 相俣ﾀﾞﾑ(赤谷湖) 全域 III ｲ 8 湖心 

平成17 年群告228 号 9 薗原ﾀﾞﾑ(薗原湖) 全域 III ｲ 9 湖心 

10 桐生川ﾀﾞﾑ 全域 III ｲ 10 湖心 

11 須田貝ﾀﾞﾑ(洞元湖) 全域 II ﾆ 11 湖心 平成21 年環告14 号 
1.全窒素については､当分の間適用しない｡ 

2.｢ｲ｣は､環境基準を直ちに達成｡ 

3.｢ﾛ｣は､環境基準を5年以内で可及的速やかに達成｡ 

4.｢ﾆ｣は､段階的に暫定目標を達成しつつ､環境基準の可及的速やかな達成に努める｡(平成25年度までの暫定目標､全窒素0.29mg/L 全隣0.018㎎/L) 

ｳ 

水域 該当類型 
基準達 

成期間 

備考 

環境基準点 告示年月等 

1 矢木沢ﾀﾞﾑ(奥利根湖) 全域 湖沼生物A ｲ 1 湖心 

平成21 年環告14 号 

2 奈良俣ﾀﾞﾑ(ならまた湖) 全域 湖沼生物A ｲ 2 湖心 

3 藤原ﾀﾞﾑ(藤原湖) 全域 湖沼生物A ｲ 3 湖心 

4 草木ﾀﾞﾑ(草木湖) 全域 湖沼生物A ｲ 4 湖心 

5 下久保ﾀﾞﾑ(神流湖) 全域 湖沼生物A ｲ 5 湖心 

6 赤城大沼 全域 湖沼生物A ｲ 6 湖心 

平成22 年群告71 号 

7 榛名湖 全域 湖沼生物A ｲ 7 湖心 

8 相俣ﾀﾞﾑ(赤谷湖) 全域 湖沼生物A ｲ 8 湖心 

9 薗原ﾀﾞﾑ(薗原湖) 全域 湖沼生物A ｲ 9 湖心 

10 桐生川ﾀﾞﾑ(梅田湖) 全域 湖沼生物A ｲ 10 湖心 

11 尾瀬沼 全域 湖沼生物A ｲ 11 湖心 平成22 年群告345 号 
1.｢ｲ｣は､環境基準を直ちに達成｡ 





2.地下水の水質汚濁に係る環境基準 
 

すべての地下水につき､直ちに達成され維持されるように努めるものとして､地下水の水質汚濁に係る
環境基準が､ダイオキシン類対策特別措置法によりダイオキシン類の環境基準が定められています｡ 

また､人の健康の保護に関連する物質ではあるが､公共用水域等における検出状況等からみて､直ち
に環境基準とはせず､引き続き知見の集積に努めるべきものとして要監視項目が定められています｡ 
 

表1 地下水の水質汚濁に係る環境基準 平成9年環告10号別表 

項目 基準値 

ｶﾄﾞﾐｳﾑ 0.003mg/L以下 

全ｼｱﾝ 検出されないこと 

鉛 0.01mg/L以下 

六価ｸﾛﾑ 0.02mg/L以下 

砒素 0.01mg/L以下 

総水銀 0.0005mg/L以下 

ｱﾙｷﾙ水銀 検出されないこと 

PCB 検出されないこと 

ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ 0.02mg/L以下 

四塩化炭素 0.002mg/L以下 

ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0.002mg/L以下 

1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ 0.004mg/L以下 

1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0.1mg/L以下 

1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0.04mg/L以下 

項目 基準値 

1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ 1mg/L以下 

1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ 0.006mg/L以下 

ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0.01mg/L以下 

ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0.01mg/L以下 

1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ 0.002mg/L以下 

ﾁｳﾗﾑ 0.006mg/L以下 

ｼﾏｼﾞﾝ 0.003mg/L以下 

ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌ  ゙ 0.02mg/L以下 

ﾍﾞﾝｾﾞﾝ 0.01mg/L以下 

ｾﾚﾝ 0.01mg/L以下 

硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 10mg/L以下 

ふっ素 0.8mg/L以下 

ほう素 1mg/L以下 

1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ 0.05mg/L以下 
1.基準値は年間平均値とする｡ただし､全ｼｱﾝに係る基準値については､最高値とする｡ 

2.｢検出されないこと｣とは､環境基準の測定方法(平成9年環告10号)による結果が定量限界を下回ることをいう｡ 

 

表2 ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類対策特別措置法による環境基準 平成11年環告68号別表 

媒体 基準値 

水質(水底の底質の汚染を除く) 1pg-TEQ/L以下 
1.基準値は､2,3,7,8-四塩化ｼﾞﾍﾞﾝｿ-゙ﾊﾟﾗ-ｼﾞｵｷｼﾝの毒性に換算した値とする｡ 

2.水質(水底の底質の汚染を除く)基準値は年間平均値とする｡ 

 

表3 要監視項目及び指針値(地下水)  平成21年環水大水発091130004･環水大土発091130005号別表 

項目 指針値 

ｸﾛﾛﾎﾙﾑ 0.06mg/L以下 

1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ 0.06mg/L以下 

p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ 0.2mg/L以下 

ｲｿｷｻﾁｵﾝ 0.008mg/L以下 

ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ 0.005mg/L以下 

ﾌｪﾆﾄﾛﾁｵﾝ(MEP) 0.003mg/L以下 

ｲｿﾌﾟﾛﾁｵﾗﾝ 0.04mg/L以下 

ｵｷｼﾝ銅(有機銅) 0.04mg/L以下 

ｸﾛﾛﾀﾛﾆﾙ(TPN) 0.05mg/L以下 

ﾌﾟﾛﾋﾟｻﾞﾐﾄ  ゙ 0.008mg/L以下 

EPN 0.006mg/L以下 

ｼﾞｸﾛﾙﾎﾞｽ(DDVP) 0.008mg/L以下 

ﾌｪﾉﾌﾞｶﾙﾌ (゙BPMC) 0.03mg/L以下 

項目 指針値 

ｲﾌﾟﾛﾍﾞﾝﾎｽ(IBP) 0.008mg/L以下 

ｸﾛﾙﾆﾄﾛﾌｪﾝ(CNP) - 

ﾄﾙｴﾝ 0.6mg/L以下 

ｷｼﾚﾝ 0.4mg/L以下 

ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ 0.06mg/L以下 

ﾆｯｹﾙ - 

ﾓﾘﾌﾞﾃﾞﾝ 0.07mg/L以下 

ｱﾝﾁﾓﾝ 0.02mg/L以下 

ｴﾋﾟｸﾛﾛﾋﾄﾞﾘﾝ 0.0004mg/L以下 

全ﾏﾝｶﾞﾝ 0.2mg/L以下 

ｳﾗﾝ 0.002mg/L以下 

ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及び 

ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA) 

0.00005mg/L以下 

（暫定）※ 
※PFOS及びPFOAの指針値（暫定）については、PFOS及びPFOAの合計値とする。 



Ⅱ.排出水に係る基準 

1.水質汚濁防止法に基づく排水基準 
 

水質汚濁防止法により､特定施設を設置する工場又は事業場(特定事業場)からの排出水は､排出基準を遵守

することが義務付けられており､有害物質と生活環境に係る一律基準が定められています｡ダイオキシン類には

ダイオキシン類対策特別措置法による特定施設と排出基準が定められています｡ 

群馬県条例による排水基準は､有害物質については一律基準と同様ですが､生活環境項目についてはいく

つかの上乗せがあり､かつ条例に基づく水質特定施設に対してホルムアルデヒドが横乗せになっています｡ 
 

表1 有害物質に係る一律基準 昭和46年総令35号別表第1 

有害物質の種類 許容限度 

ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物 0.03mg/L 

ｼｱﾝ化合物 1mg/L 

有機燐化合物 

(ﾊﾟﾗﾁｵﾝ､ﾒﾁﾙﾊﾟﾗﾁｵﾝ､ﾒﾁﾙ

ｼﾞﾒﾄﾝ及びEPNに限る) 

1mg/L 

鉛及びその化合物 0.1mg/L 

六価ｸﾛﾑ化合物 0.5mg/L 

砒素及びその化合物 0.1mg/L 

水銀及びｱﾙｷﾙ水銀､ 

その他の水銀化合物 
0.005mg/L 

ｱﾙｷﾙ水銀化合物 検出されないこと 

ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾌｪﾆﾙ 0.003mg/L 

ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0.1mg/L 

ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0.1mg/L 

ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ 0.2mg/L 

四塩化炭素 0.02mg/L 

1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ 0.04mg/L 

1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 1mg/L 

有害物質の種類 許容限度 

ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0.4mg/L 

1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ 3mg/L 

1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ 0.06mg/L 

1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ 0.02mg/L 

ﾁｳﾗﾑ 0.06mg/L 

ｼﾏｼﾞﾝ 0.03mg/L 

ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌ  ゙ 0.2mg/L 

ﾍﾞﾝｾﾞﾝ 0.1mg/L 

ｾﾚﾝ及びその化合物 0.1mg/L 

ほう素及びその化合物 
海域以外10mg/L 

海域230mg/L 

ふっ素及びその化合物 
海域以外8mg/L 

海域15mg/L 

ｱﾝﾓﾆｱ､ｱﾝﾓﾆｳﾑ化合物､ 

亜硝酸化合物及び 

硝酸化合物 

ｱﾝﾓﾆｱ性窒素に0.4を乗じた

もの､亜硝酸性窒素及び硝酸

性窒素の合計量100 mg/L 

1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ 0.5mg/L 

1.｢検出されないこと｣とは､排水基準に係る検定方法(昭和49年環告64号)による結果が定量限界を下回ることをいう｡ 

2.砒素についての排出基準は改正政令施行の際､現に湧出している温泉を利用する旅館業に属する事業場に係る排出水については当分の間､適用しない｡ 

 

表2 生活環境に係る一律基準 昭和46年総令35号別表第2 

項目 許容限度 

水素ｲｵﾝ濃度(pH) 
海域以外5.8以上8.6以下 

海域5.0以上9.0以下 

生物化学的酸素要求量(BOD) 160(日間平均120)mg/L 

化学的酸素要求量(COD) 160(日間平均120)mg/L 

浮遊物質量(SS) 200(日間平均150)mg/L 

ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質含有量 

(鉱油類含有量) 
5mg/L 

(動植物油脂類含有量) 30mg/L 

ﾌｪﾉｰﾙ類含有量 5mg/L 

項目 許容限度 

銅含有量 3mg/L 

亜鉛含有量 2mg/L 

溶解性鉄含有量 10mg/L 

溶解性ﾏﾝｶﾞﾝ含有量 10mg/L 

ｸﾛﾑ含有量 2mg/L 

大腸菌群数 日間平均3,000個/cm3 

窒素含有量 120(日間平均60)mg/L 

燐含有量 16(日間平均8)mg/L 

1.｢日間平均｣による許容限度は､1日の排出水の平均的な汚染状態について定めたものである｡ 

2.この表に掲げる排出基準は､1日当たりの平均的な排出水の量が50m3以上である工場又は事業場に係る排出水について適用する｡ 

3.pH及び溶解性鉄についての排出基準は､硫黄鉱業に属する工場又は事業場に係る排出水については適用しない｡ 

4.pH､銅､亜鉛､溶解性鉄､溶解性ﾏﾝｶﾞﾝ及び全ｸﾛﾑについての排出基準は改正政令施行の際､現に湧出している温泉を利用する旅館業に属する事業場に係る排出水につ

いては､当分の間､適用しない｡ 

5.BODについての排出基準は､海域及び湖沼以外の公共用水域に排出される排出水に限って適用し､CODについての排出基準は､海域及び湖沼に排出される排出水に

限って適用する｡ 

6.窒素含有量についての排出基準は､窒素が湖沼ﾌﾟﾗﾝｸﾄﾝの著しい増殖をもたらすおそれがある湖沼として環境大臣が定める湖沼及びこれに流入する公共用水域に排出

される排出水に限って適用する｡ 

7.燐含有量についての排出基準は､燐が湖沼ﾌﾟﾗﾝｸﾄﾝの著しい増殖をもたらすおそれがある湖沼として環境大臣が定める湖沼及びこれに流入する公共用水域に排出され

る排出水に限って適用する｡ 



表3 ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類水質排出基準 平成11年総令67号別表第2 

特定施設の種類 許容限度 

令別表第二第一号から第十九号までに掲げる施設 10pg-TEQ/L 
 

表4 特定地下浸透水に係る検出されるとする濃度 平成元年環告39号別表 
有害物質の種類 検出されるとする濃度 

ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物 0.001mg/L 

ｼｱﾝ化合物 0.1mg/L 

有機燐化合物 

(ﾊﾟﾗﾁｵﾝ･ﾒﾁﾙﾊﾟﾗﾁｵﾝ･ﾒﾁﾙ

ｼﾞﾒﾄﾝ及びEPNに限る) 

0.1mg/L 

鉛及びその化合物 0.005mg/L 

六価ｸﾛﾑ化合物 0.04mg/L 

砒素及びその化合物 0.005mg/L 

水銀及びｱﾙｷﾙ水銀 

その他の水銀化合物 
0.0005mg/L 

ｱﾙｷﾙ水銀化合物 0.0005mg/L 

ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾌｪﾆﾙ 0.0005mg/L 

ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0.002mg/L 

ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0.0005mg/L 

ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ 0.002mg/L 

四塩化炭素 0.0002mg/L 

1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ 0.0004mg/L 

有害物質の種類 検出されるとする濃度 

1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0.002mg/L 

ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0.004mg/L 

1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ 0.0005mg/L 

1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ 0.0006mg/L 

1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ 0.0002mg/L 

ﾁｳﾗﾑ 0.0006mg/L 

ｼﾏｼﾞﾝ 0.0003mg/L 

ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌ  ゙ 0.002mg/L 

ﾍﾞﾝｾﾞﾝ 0.001mg/L 

ｾﾚﾝ及びその化合物 0.002mg/L 

ほう素及びその化合物 0.2mg/L 

ふっ素及びその化合物 0.2mg/L 

ｱﾝﾓﾆｱ､ｱﾝﾓﾆｳﾑ化合物､ 

亜硝酸化合物及び 

硝酸化合物 

ｱﾝﾓﾆｱ性窒素0.7mg/L 

亜硝酸性窒素0.2mg/L 

硝酸性窒素0.2mg/L 

ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0.0002mg/L 

1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ 0.005mg/L 
 

表5 水質汚濁防止法地下水浄化基準 昭和46年総・通令2号別表第2

有害物質の種類 基準値 

ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物 0.003mg/L 

ｼｱﾝ化合物 検出されないこと 

有機燐化合物 

(ﾊﾟﾗﾁｵﾝ･ﾒﾁﾙﾊﾟﾗﾁｵﾝ･ﾒﾁﾙ

ｼﾞﾒﾄﾝ及びEPNに限る) 

検出されないこと 

鉛及びその化合物 0.01mg/L 

六価ｸﾛﾑ化合物 0.05mg/L 

砒素及びその化合物 0.01mg/L 

水銀及びｱﾙｷﾙ水銀 

その他の水銀化合物 
0.0005mg/L 

ｱﾙｷﾙ水銀化合物 検出されないこと 

ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾌｪﾆﾙ 検出されないこと 

ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0.01mg/L 

ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0.01mg/L 

ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ 0.02mg/L 

四塩化炭素 0.002mg/L 

1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ 0.004mg/L 

有害物質の種類 基準値 

1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0.1mg/L 

1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0.04mg/L 

1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ 1mg/L 

1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ 0.006mg/L 

1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ 0.002mg/L 

ﾁｳﾗﾑ 0.006mg/L 

ｼﾏｼﾞﾝ 0.003mg/L 

ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌ  ゙ 0.02mg/L 

ﾍﾞﾝｾﾞﾝ 0.01mg/L 

ｾﾚﾝ及びその化合物 0.01mg/L 

ほう素及びその化合物 1mg/L 

ふっ素及びその化合物 0.8mg/L 

ｱﾝﾓﾆｱ､ｱﾝﾓﾆｳﾑ化合物､ 

亜硝酸化合物及び 

硝酸化合物 

亜硝酸性窒素及び硝酸性

窒素の合計量 

10mg/L 

ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0.002mg/L 

1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ 0.05mg/L 
｢検出されないこと｣とは､第九条の四の規定に基づく方法(平成8年環告55号)による結果が定量限界を下回ることをいう｡



表6 水質汚濁防止法及び群馬県条例排水基準(排水基準､特定排出水規制基準､特定排出水基準) 

(水質汚濁防止法第3条第3項の規定に基づく排水基準を定める条例第2条 別表 他)   
      工場･事業場 

     
特定事業場 

(排水基準) 
水質特定事業場 

(特定排出水規制基準) 

その他の工場･事業場 

(特定排出水基準) 
下水

道に

接続

して

いる

場合 

     
豚房･牛房･馬

房以外 

豚房･

牛房･

馬房 

  
豚房･牛房･馬

房以外 

豚房･

牛房･

馬房 

  

    日平均排水量 
30m3 

以上 

10m3 

以上 

30m3 

未満 

10m3 

以上 

10m3 

未満 

30m3 

以上 

10m3 

以上 

30m3 

未満 

10m3 

未満 

30m3 

以上 

10m3 

以上 

30m3 

未満 

10m3 

以上 

10m3 

未満 

有
害
物
質 

ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物 0.03 0.03 - 

下
水
道
関
係
法
令
の
定
めるところによる

 

ｼｱﾝ化合物 1 1 - 

有機燐化合物 1 1 - 

鉛及びその化合物 0.1 0.1 - 

六価ｸﾛﾑ化合物 0.5 0.5 - 

砒素及びその化合物 0.1 0.1 - 

水銀及びｱﾙｷﾙ水銀その他の水銀化合物 0.005 0.005 - 

ｱﾙｷﾙ水銀化合物 検出されないこと 検出されないこと - 

ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾌｪﾆﾙ 0.003 0.003 - 

ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0.1 0.1 - 

ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0.1 0.1 - 

ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ 0.2 0.2 - 

四塩化炭素 0.02 0.02 - 

1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ 0.04 0.04 - 

1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 1 1 - 

ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0.4 0.4 - 

1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ 3 3 - 

1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ 0.06 0.06 - 

1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ 0.02 0.02 - 

ﾁｳﾗﾑ 0.06 0.06 - 

ｼﾏｼﾞﾝ 0.03 0.03 - 

ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌ  ゙ 0.2 0.2 - 

ﾍﾞﾝｾﾞﾝ 0.1 0.1 - 

ｾﾚﾝ及びその化合物 0.1 0.1 - 

ほう素およびその化合物 10(*1) 10 - 

ふっ素及びその化合物 8(*1) 8 - 

ｱﾝﾓﾆｱ,ｱﾝﾓﾆｳﾑ化合物､亜硝酸化合物及び

硝酸化合物 
100(*1) 100 - 

1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ 0.5 0.5 - 

生
活
環
境
項
目 

水素ｲｵﾝ濃度(pH) 5.8以上8.6以下 - 5.8以上8.6以下 - 5.8以上8.6以下 - 

生物化学的酸素要求量(BOD) 25 60 80 - 25 60 - 25 60 80 - 

化学的酸素要求量(COD) 25 60 80 - 25 60 - 25 60 80 - 

浮遊物質量(SS) 50 70 120 - 50 70 - 50 70 120 - 

ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質含有量(鉱油類) 5 - 5 - - 

(動植物油脂類) 30 - 30 - - 

ﾌｪﾉｰﾙ類含有量 1 - 1 - - 

銅含有量 3 - 3 - - 

亜鉛含有量 2(*1) - 2 - - 

溶解性鉄含有量 10 - 10 - - 

溶解性ﾏﾝｶﾞﾝ含有量 10 - 10 - - 

ｸﾛﾑ含有量 2 - 2 - - 

大腸菌群数 [3,000] - [3,000] - - 

窒素含有量 120[60](*1) - 120[60] - - 

燐含有量 16[8](*1) - 16[8] - - 

ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄ  ゙ - 10 - - 

ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類 10pg-TEQ/L(*2) 
1.単位はmg/L以下(ただし､pHは単位無し､大腸菌群数は個/cm3以下)｡[ ]は日間平均値｡ 

2.排出水基準は､浄化槽法第2条第一号に規定する浄化槽において処理された排出水を除いた排出水について適用する｡ 

3.pH及び溶解性鉄についての排水基準は､硫黄鉱業に属する工場又は事業場に係る排出水については適用しない｡ 

4.砒素､pH､銅､亜鉛､溶解性鉄､溶解性ﾏﾝｶﾞﾝ及び全ｸﾛﾑについての排水基準は改正政令施行の際､現に湧出している温泉を利用する旅館業に属する事業場に係る排出水については､当分の間､ 

適用しない｡ 

5.pHについての排出水基準は､硫黄鉱業に属する工場又は事業場及び改正政令施行の際､現に湧出している温泉を利用する旅館業に属する事業場に係る排出水については､当分の間､ 

適用しない｡ 

6.BODについての排出基準は､海域及び湖沼以外の公共用水域に排出される排出水に限って適用し､CODについての排出基準は､海域及び湖沼に排出される排出水に限って適用する｡ 

7.窒素含有量についての各基準は､阿賀野川水系に係る河川､信濃川水系に係る河川及びこれらに流入する公共用水域に排出される排出水については適用しない｡ 

8.燐含有量についての排水基準は､信濃川水系に係る河川及びこれに流入する公共用水域(野反湖及びこれに流入する公共用水域を除く｡)に排出される排出水については適用しない｡ 

9.(*1)は､業種により暫定基準の適用がある｡ 

10.(*2)ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類対策特別措置法施行令別表第二第一号から第十九号までに掲げる施設から排出される水に係る排出基準｡ 



表7 水質汚濁防止法施行令に基づく特定施設 昭和46年政令188号別表第1 
1.鉱業又は水洗炭業の用に供する施設であって､次に掲げるもの ｲ.選鉱施設 ﾛ.選炭施

設 ﾊ.抗水中和沈でん施設 ﾆ.掘さく用の汚水分離施設 

1-2.畜産農業又はｻ ﾋーﾞｽ業の用に供する施設であって､次に掲げるもの ｲ. 豚房施設(豚

房の総面積が50平方ﾒー ﾄﾙ未満の事業場に係るものを除く｡) ﾛ.牛房施設(牛房の総面積

が200平方ﾒ ﾄーﾙ未満の事業場に係るものを除く｡) ﾊ.馬房施設(馬房の総面積が500平方

ﾒ ﾄーﾙ未満の事業場に係るものを除く｡) 

2.畜産食料品製造業の用に供する施設であって､次に掲げるもの ｲ. 原料処理施設 ﾛ.

洗浄施設(洗びん施設を含む｡) ﾊ.湯煮施設 

3.水産食料品製造業の用に供する施設であって､次に掲げるもの ｲ.水産動物原料処理

施設 ﾛ.洗浄施設 ﾊ.脱水施設 ﾆ.ろ過施設 ﾎ.湯煮施設 

4.野菜又は果実を原料とする保存食料品製造業の用に供する施設であって､次に掲げる

もの ｲ.原料処理施設 ﾛ.洗浄施設 ﾊ.圧搾施設 ﾆ.湯煮施設 

5.みそ､しょう油､食用ｱﾐﾉ酸､ｸﾞﾙﾀﾐﾝ酸ｿｰﾀ､゙ｿｰｽ又は食酢の製造業の用に供する施設で

あって､次に掲げるもの ｲ.原料処理施設 ﾛ.洗浄施設 ﾊ.湯煮施設 ﾆ.濃縮施設 ﾎ.精製施

設 ﾍ.ろ過施設 

6.小麦粉製造業の用に供する洗浄施設 

7.砂糖製造業の用に供する施設であって､次に掲げるもの ｲ.原料処理施設 ﾛ.洗浄施設

(流送施設を含む｡) ﾊ.ろ過施設 ﾆ.分離施設 ﾎ.精製施設 

8.ﾊﾟﾝ若しくは菓子の製造業又は製あん業の用に供する粗製あんの沈でんそう 

9.米菓製造業又はこうじ製造業の用に供する洗米機 

10.飲料製造業の用に供する施設であって､次に掲げるもの ｲ.原料処理施設 ﾛ.洗浄施設

(洗びん施設を含む｡) ﾊ.搾汁施設 ﾆ.ろ過施設 ﾎ.湯煮施設 ﾍ.蒸りゅう施設 

11.動物系飼料又は有機質肥料の製造業の用に供する施設であって､次に掲げるもの ｲ.

原料処理施設 ﾛ.洗浄施設 ﾊ.圧搾施設 ﾆ.真空濃縮施設 ﾎ.水洗式脱臭施設 

12.動植物油脂製造業の用に供する施設であって､次に掲げるもの ｲ.原料処理施設 ﾛ.洗

浄施設 ﾊ.圧搾施設 ﾆ.分離施設 

13.ｲｰｽﾄ製造業の用に供する施設であって､次に掲げるもの ｲ.原料処理施設 ﾛ.洗浄施

設 ﾊ.分離施設 

14.でん粉又は化工でん粉の製造業の用に供する施設であって､次に掲げるもの ｲ.原料

浸せき施設 ﾛ.洗浄施設(流送施設を含む｡) ﾊ.分離施設 ﾆ.渋だめ及びこれに類する施設 

15.ぶどう糖又は水あめの製造業の用に供する施設であって､次に掲げるもの ｲ.原料処

理施設 ﾛ.ろ過施設 ﾊ.精製施設 

16.めん類製造業の用に供する湯煮施設 

17.豆腐又は煮豆の製造業の用に供する湯煮施設 

18.ｲﾝｽﾀﾝﾄｺ ﾋーｰ製造業の用に供する抽出施設 

18-2.冷凍調理食品製造業の用に供する施設であって､次に掲げるもの ｲ.原料処理施設 

ﾛ.湯煮施設 ﾊ.洗浄施設 

18-3.たばこ製造業の用に供する施設であって､次に掲げるもの ｲ.水洗式脱臭施設 ﾛ.洗

浄施設 

19.紡績業又は繊維製品の製造業若しくは加工業の用に供する施設であって､次に掲げ

るもの ｲ.まゆ湯煮施設 ﾛ.副蚕処理施設 ﾊ.原料浸せき施設 ﾆ.精練機及び精練そう ﾎ.ｼ

ﾙｹｯﾄ機 ﾍ.漂白機及び漂白そう ﾄ.染色施設 ﾁ.薬液浸透施設 ﾘ.のり抜き施設 

20.洗毛業の用に供する施設であって､次に掲げるもの ｲ.洗毛施設 ﾛ.洗化炭施設 

21.化学繊維製造業の用に供する施設であって､次に掲げるもの ｲ.湿式紡糸施設 ﾛ.ﾘﾝﾀ

ｰ又は未精練繊維の薬液処理施設 ﾊ.原料回収施設 

21-2.一般製材業又は木材ﾁｯﾌﾟ製造業の用に供する湿式ﾊﾞー ｶﾞー  

21-3.合板製造業の用に供する接着機洗浄施設 

21-4.ﾊﾟー ﾃｨｸﾙﾎﾞー ﾄﾞ製造業の用に供する施設であって､次に掲げるもの ｲ.湿式ﾊﾞー ｶﾞー  

ﾛ.接着機洗浄施設 

22.木材薬品処理業の用に供する施設であって､次に掲げるもの ｲ.湿式ﾊﾞー ｶﾞー  ﾛ.薬液浸

透施設 

23.ﾊﾟﾙﾌ､゚紙又は紙加工品の製造業の用に供する施設であって､次に掲げるもの ｲ.原料

浸せき施設 ﾛ.湿式ﾊﾞー ｶ゙  ーﾊ.砕木機 ﾆ.蒸解施設 ﾎ.蒸解廃液濃縮施設 ﾍ.ﾁｯﾌﾟ洗浄施設

及びﾊﾟﾙﾌﾟ洗浄施設 ﾄ.漂白施設 ﾁ.抄紙施設(抄造施設を含む｡) ﾘ.ｾﾛﾊﾝ製膜施設 ﾇ.湿

式繊維板成型施設 ﾙ.廃ｶﾞｽ洗浄施設 

23-2.新聞業､出版業､印刷業又は製版業の製造業の用に供する施設であって､次に掲げ

るもの ｲ.自動式ﾌｨﾙﾑ現像洗浄施設 ﾛ.自動式感光膜付印刷版現像洗浄施設 

24.化学肥料製造業の用に供する施設であって､次に掲げるもの ｲ.ろ過施設 ﾛ.分離施設 

ﾊ.水洗式破砕施設 ﾆ.廃ｶﾞｽ洗浄施設 ﾎ.湿式集じん施設 

25.水銀電解法による苛性ｿｰﾀﾞ又は苛性ｶﾘの製造業の用に供する施設であって､次に掲

げるもの ｲ.塩水精製施設 ﾛ.電解施設 

26.無機顔料製造業の用に供する施設であって､次に掲げるもの ｲ.洗浄施設 ﾛ.ろ過施設 

ﾊ.ｶﾄ゙ﾐｳﾑ系無機顔料製造施設のうち､遠心分離機 ﾆ.群青製造施設のうち､水洗式分別施

設 ﾎ.廃ｶﾞｽ洗浄施設 

27.前2号に掲げる事業以外の無機化学工業製品製造業の用に供する施設であって､次

に掲げるもの ｲ.ろ過施設 ﾛ.遠心分離施設 ﾊ.硫酸製造施設のうち､亜硫酸ｶﾞｽ冷却洗浄

施設 ﾆ.活性炭又は二硫化炭素の製造施設のうち､洗浄施設 ﾎ.無水けい酸製造施設のう

ち､塩酸回収施設 ﾍ.青酸製造施設のうち､反応施設 ﾄ.よう素製造施設のうち､吸着施設及

び沈でん施設 ﾁ.海水ﾏｸﾞﾈｼｱ製造施設のうち､沈でん施設 ﾘ.ﾊﾘ゙ｳﾑ化合物製造施設のう

ち､水洗式分別施設 ﾇ.廃ｶ゙ｽ洗浄施設 ﾙ.湿式集じん施設 

28.ｶー ﾊﾞｲﾄﾞ法ｱｾﾁﾚﾝ誘導品製造業の用に供する施設であって､次に掲げるもの ｲ.湿式ｱ

ｾﾁﾚﾝｶ゙ｽ発生施設 ﾛ.さく酸ｴｽﾃﾙ製造施設のうち､洗浄施設及び蒸りゅう施設 ﾊ.ﾎﾘ゚ﾋ゙ﾆﾙ

ｱﾙｺｰﾙ製造施設のうち､ﾒﾁﾙｱﾙｺｰﾙ蒸りゅう施設 ﾆ.ｱｸﾘﾙ酸ｴｽﾃﾙ製造施設のうち､蒸りゅ

う施設 ﾎ.塩化ﾋ゙ﾆﾙﾓﾉﾏｰ洗浄施設 ﾍ.ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝﾓﾉﾏｰ洗浄施設 

29.ｺｰﾙﾀｰﾙ製品製造業の用に供する施設であって､次に掲げるもの ｲ.ﾍﾞﾝｾﾞﾝ類硫酸洗

浄施設 ﾛ.静置分離器 ﾊ.ﾀｰﾙ酸ｿｰﾀﾞ硫酸分解施設 

30.発酵工業(第5号､第10号及び第13号に掲げる事業を除く｡)の用に供する施設であっ

て､次に掲げるもの ｲ.原料処理施設 ﾛ.蒸りゅう施設 ﾊ.遠心分離機 ﾆ.ろ過施設 

31.ﾒﾀﾝ誘導品製造業の用に供する施設であって､次に掲げるもの ｲ.ﾒﾁﾙｱﾙｺｰﾙ又は四

塩化炭素の製造施設のうち､蒸りゅう施設 ﾛ.ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ製造施設のうち､精製施設 ﾊ.ﾌﾛ

ﾝｶﾞｽ製造施設のうち､洗浄施設及びろ過施設 

32.有機顔料又は合成染料の製造業の用に供する施設であって､次に掲げるもの ｲ.ろ過

施設 ﾛ.顔料又は染色ﾚー ｷの製造施設のうち､水洗施設 ﾊ.遠心分離機 ﾆ.廃ｶ゙ｽ洗浄施設 

33.合成樹脂製造業の用に供する施設であって､次に掲げるもの ｲ.縮合反応施設 ﾛ.水洗

施設 ﾊ.遠心分離機 ﾆ.静置分離器 ﾎ.弗素樹脂製造施設のうち､ｶ゙ｽ冷却洗浄施設及び蒸

りゅう施設 ﾍ.ﾎﾘ゚ﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ製造施設のうち､溶剤蒸りゅう施設 ﾄ.中圧法又は低圧法によるﾎﾘ゚

ｴﾁﾚﾝ製造施設のうち､溶剤回収施設 ﾁ.ﾎﾘ゚ﾌﾞﾃﾝの酸又はｱﾙｶﾘによる処理施設 ﾘ.廃ｶ゙ｽ

洗浄施設 ﾇ.湿式集じん施設 

34.合成ｺﾞﾑ製造業の用に供する施設であって､次に掲げるもの ｲ.ろ過施設 ﾛ.脱水施設 

ﾊ.水洗施設 ﾆ.ﾗﾃｯｸｽ濃縮施設 ﾎ.ｽﾁﾚﾝ･ﾌﾞﾀｼﾞｴﾝｺﾞﾑ､ﾆﾄﾘﾙ･ﾌﾞﾀｼﾞｴﾝｺﾞﾑ又はﾎﾘ゚ﾌﾞﾀｼﾞｴﾝ

ｺﾞﾑの製造施設のうち､静置分離器 

35.有機ｺﾞﾑ薬品製造業の用に供する施設であって､次に掲げるもの ｲ.蒸りゅう施設 ﾛ.分

離施設 ﾊ.廃ｶﾞｽ洗浄施設 

36.合成洗剤製造業の用に供する施設であって､次に掲げるものｲ.廃酸分離施設 ﾛ.廃ｶﾞｽ

洗浄施設 ﾊ.湿式集じん施設 

37.前6号に掲げる事業以外の石油化学工業(石油又は石油副生ｶﾞｽ中に含まれる炭化水

素の分解､分離その他の化学的処理により製造される炭化水素又は炭化水素誘導品の

製造業をいい､第51号に掲げる事業を除く｡)の用に供する施設であって､次に掲げるも

の ｲ.洗浄施設 ﾛ.分離施設 ﾊ.ろ過施設 ﾆ.ｱｸﾘﾛﾆﾄﾘﾙ製造施設のうち､急冷施設及び蒸り

ゅう施設 ﾎ.ｱｾﾄｱﾙﾃﾞﾋﾄ､゙ｱｾﾄﾝ､ｶﾌﾞﾛﾗｸﾀﾑ､ﾃﾚﾌﾀﾙ酸又はﾄﾘﾚﾝｼﾞｱﾐﾝの製造施設のうち､

蒸りゅう施設 ﾍ.ｱﾙｷﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝ製造施設のうち､酸又はｱﾙｶﾘによる処理施設 ﾄ.ｲｿﾌﾟﾛﾋﾟﾙｱﾙ

ｺｰﾙ製造施設のうち､蒸りゅう施設及び硫酸濃縮施設 ﾁ.ｴﾁﾚﾝｵｷｻｲﾄﾞ又はｴﾁﾚﾝｸﾘ゙ｺｰﾙ

の製造施設のうち､蒸りゅう施設及び濃縮施設 ﾘ.2-ｴﾁﾙﾍｷｼﾙｱﾙｺー ﾙ又はｲｿﾌﾞﾁﾙｱﾙｺｰ

ﾙの製造施設のうち､縮合反応施設及び蒸りゅう施設 ﾇ.ｼｸﾛﾍｷｻﾉﾝ製造施設のうち､酸又

はｱﾙｶﾘによる処理施設 ﾙ.ﾄﾘﾚﾝｼﾞｲｿｼｱﾈ ﾄー又は無水ﾌﾀﾙ酸の製造施設のうち､ｶﾞｽ冷却

洗浄施設 ｵ.ﾉﾙﾏﾙﾊﾟﾗﾌｨﾝ製造施設のうち､酸又はｱﾙｶﾘによる処理施設及びﾒﾁﾙｱﾙｺｰﾙ

蒸りゅう施設 ﾜ.ﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝｵｷｻｲﾄﾞ又はﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝｸﾘ゙ｺｰﾙのけん化器 ｶ.ﾒﾁﾙｴﾁﾙｹﾄﾝ製造施設

のうち､水蒸気濃縮施設 ﾖ.ﾒﾁﾙﾒﾀｱｸﾘﾚー ﾄﾓﾉﾏｰ製造施設のうち､反応施設及びﾒﾁﾙｱﾙｺ

ｰﾙ回収施設 ﾀ.廃ｶﾞｽ洗浄施設 

38.石けん製造業の用に供する施設であって､次に掲げるもの ｲ.原料精製施設 ﾛ.塩析施

設 

38-2.界面活性剤製造業の用に供する反応施設(1,4-ｼﾞｵｷｻﾝが発生するものに限り､洗浄

装置を有しないものを除く) 

39.硬化油製造業の用に供する施設であって､次に掲げるもの ｲ.脱酸施設 ﾛ.脱臭施設 

40.脂肪酸製造業の用に供する蒸りゅう施設 

41.香料製造業の用に供する施設であって､次に掲げるもの ｲ.洗浄施設 ﾛ.抽出施設 

42.ｾﾞﾗﾁﾝ又はにかわの製造業の用に供する施設であって､次に掲げるもの ｲ.原料処理

施設 ﾛ.石灰づけ施設 ﾊ.洗浄施設 

43.写真感光材料製造業の用に供する感光剤洗浄施設 

44.天然樹脂製品製造業の用に供する施設であって､次に掲げるもの ｲ.原料処理施設 ﾛ.

脱水施設 

45.木材化学工業の用に供するﾌﾙﾌﾗｰﾙ蒸りゅう施設 

46.第28号から前号までに掲げる事業以外の有機化学工業製品製造業の用に供する施

設であって､次に掲げるもの ｲ.水洗施設 ﾛ.ろ過施設 ﾊ.ﾋﾄ゙ﾛｼﾞﾝ製造施設のうち､濃縮施

設 ﾆ.廃ｶﾞｽ洗浄施設 

47.医薬品製造業の用に供する施設であって､次に掲げるもの ｲ.動物原料処理施設 ﾛ.ろ

過施設 ﾊ.分離施設 ﾆ.混合施設(第2条各号に掲げる物質を含有する物を混合するもの

に限る｡以下同じ｡) ﾎ.廃ｶ゙ｽ洗浄施設 

48.火薬製造業の用に供する洗浄施設 

49.農薬製造業の用に供する混合施設 

50.第2条各号に掲げる物質を含有する試薬の製造業の用に供する試薬製造施設 

51.石油精製業(潤滑油再生業を含む｡)の用に供する施設であって､次に掲げるもの ｲ.脱

塩施設 ﾛ.原油常圧蒸りゅう施設 ﾊ.脱硫施設 ﾆ.揮発油､灯油又は軽油の洗浄施設 ﾎ.潤

滑油洗浄施設 

51-2.自動車用ﾀｲﾔ若しくは自動車用ﾁｭｰﾌﾞの製造業､ｺﾞﾑﾎｰｽ製造業､工業用ｺﾞﾑ製品製

造業(防振ｺﾞﾑ製造業を除く｡)､再生ﾀｲﾔ製造業又はｺﾞﾑ板製造業の用に供する直接加硫施

設 

51-3.医療用若しくは衛生用のｺﾞﾑ製品製造業､ｺﾞﾑ手袋製造業､糸ｺﾞﾑ製造業又はｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ

製造業の用に供するﾗﾃｯｸｽ成形型洗浄施設 

52.皮革製造業の用に供する施設であって､次に掲げるもの ｲ.洗浄施設 ﾛ.石灰づけ施設 

ﾊ.ﾀﾝﾆﾝづけ施設 ﾆ.ｸﾛﾑ浴施設 ﾎ.染色施設 

53.ｶﾞﾗｽ又はｶﾗ゙ｽ製品の製造業の用に供する施設であって､次に掲げるもの ｲ.研磨洗浄

施設 ﾛ.廃ｶﾞｽ洗浄施設 

54.ｾﾒﾝﾄ製品製造業の用に供する施設であって､次に掲げるもの ｲ.抄造施設 ﾛ.成型機 

ﾊ.水養生施設(蒸気養生施設を含む｡) 

55.生ｺﾝｸﾘー ﾄ製造業の用に供するﾊﾞｯﾁｬｰﾌﾟﾗﾝﾄ 

56.有機質砂かべ材製造業の用に供する混合施設 

57.人造黒鉛電極製造業の用に供する成型施設 

58.窯業原料(うわ薬原料を含む｡)の製造業の用に供する施設であって､次に掲げるもの 

ｲ.水洗式破砕施設 ﾛ.水洗式分別施設 ﾊ.酸処理施設 ﾆ.脱水施設 



59.砕石業の用に供する施設であって､次に掲げるもの ｲ.水洗式破砕施設 ﾛ.水洗式分別

施設 

60.砂利採取業の用に供する水洗式分別施設 

61.鉄鋼業の用に供する施設であって､次に掲げるもの ｲ.ﾀｰﾙ及びｶﾞｽ液分離施設 ﾛ.ｶﾞｽ

冷却洗浄施設 ﾊ.圧延施設 ﾆ.焼入れ施設 ﾎ.湿式集じん施設 

62.非鉄金属製造業の用に供する施設であって､次に掲げるもの ｲ.還元そう ﾛ.電解施設

(溶解塩電解施設を除く｡) ﾊ.焼入れ施設 ﾆ.水銀精製施設 ﾎ.廃ｶﾞｽ洗浄施設 ﾍ.湿式集じ

ん施設 

63.金属製品製造業又は機械器具製造業(武器製造業を含む｡)の用に供する施設であっ

て､次に掲げるもの ｲ.焼入れ施設 ﾛ.電解式洗浄施設 ﾊ.ｶﾄ ﾐ゙ｳﾑ電極又は鉛電極の化成

施設 ﾆ.水銀精製施設 ﾎ.廃ｶ゙ｽ洗浄施設 

63-2.空きびん卸売業の用に供する自動式洗びん施設 

63-3.石炭を燃料とする火力発電施設のうち､廃ｶﾞｽ洗浄施設 

64.ｶﾞｽ供給業又はｺ ｸーｽ製造業の用に供する施設であって､次に掲げるもの ｲ.ﾀｰﾙ及び

ｶﾞｽ液分離施設 ﾛ.ｶﾞｽ冷却洗浄施設(脱硫化水素施設を含む｡) 

64-2.水道施設(水道法(昭和32年法律第177号)第3条第8項に規定するものをいう｡)､

工業用水道施設(工業用水道事業法(昭和33年法律第84号)第2条第6項に規定するも

のをいう｡)又は自家用工業用水道(同法第21条第1項に規定するものをいう｡)の施設のう

ち､浄水施設であって､次に掲げるもの(これらの浄水能力が1日あたり1万立方ﾒー ﾄﾙ未

満の事業場に係るものを除く｡) ｲ.沈でん施設 ﾛ.ろ過施設 

65.酸又はｱﾙｶﾘによる表面処理施設 

66.電気めっき施設 

66-2.ｴﾁﾚﾝｵｷｻｲﾄﾞ又は1,4-ｼﾞｵｷｻﾝの混合施設 

(前各号に該当するものを除く｡) 

66-3.旅館業(旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第1項に規定するもの(下宿営業

を除く｡)をいう)の用に供する施設であって､次に掲げるもの ｲ.ちゅう房施設 ﾛ.洗たく施設 

ﾊ.入浴施設 

66-4.共同調理場(学校給食法(昭和29年法律第160号)第5条の2に規定する施設をいう｡

以下同じ｡)に設置されるちゅう房施設(業務の用に供する部分の総床面積(以下単に｢総床

面積｣という｡)が500平方ﾒー ﾄﾙ未満の事業場に係るものを除く｡) 

66-5.弁当仕出屋又は弁当製造業の用に供するちゅう房施設(総床面積が360平方ﾒ ﾄーﾙ

未満の事業場に係るものを除く｡) 

66-6.飲食店(次号及び66号の7に掲げるものを除く｡)に設置されるちゅう房施設(総床面

積が420平方ﾒｰﾄﾙ未満の事業場に係るものを除く｡) 

66-7.そば店､うどん店､すし店のほか､喫茶店その他の通常主食と認められる食事を提供

しない飲食店(次号に掲げるものを除く｡)に設置されるちゅう房施設(総床面積が630平方

ﾒ ﾄーﾙ未満の事業場に係るものを除く｡) 

66-8.料亭､ﾊﾞー ､ｷｬﾊﾞﾚ ､ーﾅｲﾄｸﾗﾌﾞその他これらに類する飲食店で設備を設けて客の接待

をし､又は客にﾀﾞﾝｽをさせるものに設置されるちゅう房施設(総床面積が1,500平方ﾒｰﾄﾙ

未満の事業場に係るものを除く｡) 

67.洗たく業の用に供する洗浄施設 

68.写真現像業の用に供する自動式ﾌｨﾙﾑ現像洗浄施設 

68-2.病院(医療法(昭和23年法律第205号)第1条の2第1項に規定するものをいう｡以

下同じ｡)で病床数が300以上であるものに設置される施設であって､次に掲げるもの ｲ.

ちゅう房施設 ﾛ.洗たく施設 ﾊ.入浴施設 

69.と畜業又は死亡獣畜取扱業の用に供する解体施設 

69-2.中央卸売市場(卸売市場法(昭和46年法律第35号)第2条第3項に規定するものを

いう｡)に設置される施設であって､次に掲げるもの(水産物に係るものに限る｡) ｲ.卸売場 

ﾛ.仲卸売場 

69-3.地方卸売市場(卸売市場法第2条第4項に規定するもの(卸売市場法施行令(昭和46

年政令第221号)第2条第2項に規定するものを除く｡)をいう｡)に設置される施設であっ

て､次に掲げるもの(水産物に係るものに限り､これらの総面積が1,000平方ﾒ ﾄーﾙ未満の

事業場に係るものを除く｡) ｲ.卸売場 ﾛ.仲卸売場 

70.廃油処理施設(海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律(昭和45年法律第136号)

第3条第14号に規定するものをいう｡) 

70-2.自動車分解整備業(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第77条に規定するも

のをいう｡以下同じ｡)の用に供する洗車施設(屋内作業場の総面積が800平方ﾒ ﾄーﾙ未満

の事業場に係るもの及び次号に掲げるものを除く｡) 

71.自動式車両洗浄施設 

71-2.科学技術(人文科学のみに係るものを除く｡)に関する研究､試験､検査又は専門教育

を行う事業場で総理府令で定めるものに設置されるそれらの業務の用に供する施設で

あって､次に掲げるもの ｲ.洗浄施設 ﾛ.焼入れ施設 

71-3.一般廃棄物処理施設(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137

号)第8条第1項に規定するものをいう｡)である焼却施設 

71-4.産業廃棄物処理施設(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条第1項に規定す

るものをいう｡)のうち､次に掲げるもの 

ｲ.廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第7条第1号､

第3号から第6号まで､第8号又は第11号に掲げる施設であって､国若しくは地方公共

団体又は産業廃棄物処理業者(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条第4項に規

定する産業廃棄物の処分を業として行う者(同法第14条第4項ただし書の規定により同項

本文の許可を受けることを要しない者及び同法第14条の4第4項ただし書の規定により

同項本文の許可を受けることを要しない者を除く｡)をいう｡)が設置するもの ﾛ.廃棄物の処

理及び清掃に関する法律施行令第7条第12号から第13号までに掲げる施設 

71-5.ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ､ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ又はｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝによる洗浄施設(前各号に該当するもの

を除く｡) 

71-6.ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ､ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ又はｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝの蒸留施設(前各号に該当するものを除

く｡) 

72.し尿処理施設(建築基準法施行令第32条第1項の表に規定する算定方法により算定し

た処理対象人員が500人以下のし尿浄化槽を除く｡) 

73.下水道終末処理施設 

74.特定事業場から排出される水(公共用水域に排出されるものを除く｡)の処理施設(前2

号に掲げるものを除く｡) 

表8 群馬県条例に基づく特定施設  

(群馬県の生活環境を保全する条例施行規則別表第7) 
1.電気機械器具製造業(乾電池製造業に限る｡)の用に供する混合施設 

2.金属製品製造業(ﾄﾛﾌｨー 製造業に限る｡)の用に供する施設であって､次に掲げるもの ｲ.

研磨施設 ﾛ.塗装被膜施設 

3.化学工業の用に供する施設であって､次に掲げるもの ｲ.ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ製造施設のうち､

精製施設 ﾛ.縮合反応施設(ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾋ゙ﾄ､゙同重合品及び同誘導品を使用するものに限る｡) 

4.ﾎﾞﾀﾝ製造業の用に供するｶｾﾞｲﾝ浸せき施設(ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞを使用するものに限る｡) 

表9 ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類対策特別措置法施行令に基づく特定施設 

平成11 年政令433 号別表第2 
1.硫酸塩ﾊﾟﾙﾌ(゚ｸﾗﾌﾄﾊﾟﾙﾌ)゚又は亜硫酸ﾊﾟﾙﾌ(゚ｻﾙﾌｧｲﾄﾊﾟﾙﾌ)゚の製造の用に供する塩素又

は塩素化合物による漂白施設 

2.ｶー ﾊﾞｲﾄ法ｱｾﾁﾚﾝの製造の用に供するｱｾﾁﾚﾝ洗浄施設 

3.硫酸ｶﾘｳﾑの製造の用に供する施設のうち､廃ｶﾞｽ洗浄施設 

4.ｱﾙﾐﾅ繊維の製造の用に供する施設のうち､廃ｶﾞｽ洗浄施設 

5.担体付き触媒の製造(塩素又は塩素化合物を使用するものに限る｡) の用に供する焼成

炉から発生するｶﾞｽを処理する施設のうち､廃ｶﾞｽ洗浄施設 

6.塩化ﾋﾞﾆﾙﾓﾉﾏｰの製造の用に供する二塩化ｴﾁﾚﾝ洗浄施設 

7.ｶﾌﾟﾛﾗｸﾀﾑの製造(塩化ﾆﾄﾛｼﾙを使用するものに限る｡)の用に供する施設のうち､次に掲

げるもの ｲ.硫酸濃縮施設 ﾛ.ｼｸﾛﾍｷｻﾝ分離施設 ﾊ.廃ｶﾞｽ洗浄施設 

8.ｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ又はｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝの製造の用に供する施設のうち､次に掲げるもの ｲ.水洗

施設 ﾛ.廃ｶﾞｽ洗浄施設 

9.4-ｸﾛﾛﾌﾀﾙ酸水素ﾅﾄﾘｳﾑの製造の用に供する施設のうち､次に掲げるもの ｲ.ろ過施設 

ﾛ.乾燥施設 ﾊ.廃ｶﾞｽ洗浄施設 

10.2,3-ｼﾞｸﾛﾛ-1,4ﾅﾌﾄｷﾉﾝの製造の用に供する施設のうち､次に掲げるもの ｲ.ろ過施設 

ﾛ.廃ｶ゙ｽ洗浄施設 

11.8,18-ｼﾞｸﾛﾛ-5,15-ｼﾞｴﾁﾙ-5,15-ｼﾞﾋﾄﾞﾛｼﾞｲﾝﾄﾞﾛ[3,2-b: 3 ,́2́ -m]ﾄﾘﾌｪﾉｼﾞｵｷｻｼﾞﾝ(別名ｼﾞ

ｵｷｻｼﾞﾝﾊﾞｲｵﾚｯﾄ｡ﾊにおいて単に｢ｼﾞｵｷｻｼﾞﾝﾊﾞｲｵﾚｯﾄ｣という｡)の製造の用に供する施設

のうち､次に掲げるもの ｲ.ﾆﾄﾛ化誘導体分離施設及び還元誘導体分離施設 ﾛ.ﾆﾄﾛ化誘導

体洗浄施設及び還元誘導体洗浄施設 ﾊ.ｼﾞｵｷｻｼﾞﾝﾊﾞｲｵﾚｯﾄ洗浄施設 ﾆ.熱風乾燥施設 

12.ｱﾙﾐﾆｳﾑ又はその合金の製造の用に供する焙焼炉､溶解炉又は乾燥炉から発生する

ｶﾞｽを処理する施設のうち､次に掲げるもの ｲ.廃ｶﾞｽ洗浄施設 ﾛ.湿式集じん施設 

13.亜鉛の回収(製鋼の用に供する電気炉から発生するばいじんであって､集じん機により

集められたものからの亜鉛の回収に限る｡)の用に供する施設のうち､次に掲げるもの ｲ.

精製施設 ﾛ.廃ｶﾞｽ洗浄施設 ﾊ.湿式集じん施設 

14.担体付き触媒(使用済みのものに限る｡)からの金属の回収(ｿー ﾀﾞ灰を添加して焙焼炉で

処理する方法及びｱﾙｶﾘにより抽出する方法(焙焼炉で処理しないものに限る｡)によるも

のを除く｡)の用に供する施設のうち､次に揚げるもの ｲ.ろ過施設 ﾛ.精製施設 ﾊ.廃ｶ゙ｽ洗

浄施設 

15.大気施設の5.に掲げる廃棄物焼却炉から発生するｶﾞｽを処理する施設のうち次に掲げ

るもの及び当該廃棄物焼却炉において生ずる灰の貯留施設であって汚水又は廃液を排

出するもの ｲ.廃ｶﾞｽ洗浄施設 ﾛ.湿式集じん施設 

16.廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第7条第12号

の2及び第13号に揚げる施設 

17.ﾌﾛﾝ類(特定物質の規制等によるｵｿﾞﾝ層の保護に関する法律施行令(平成6年政令第

308号)別表1の項､3の項及び6の項に揚げる特定物質をいう｡)の破壊(ﾌﾟﾗｽ゙ﾏを用いて

破壊する方法その他環境省令で定める方法によるものに限る｡)の用に供する施設のう

ち､次に揚げるもの ｲ.ﾌﾟﾗｽﾞﾏ反応施設 ﾛ.廃ｶﾞｽ洗浄施設 ﾊ.湿式集じん施設 

18.下水道終末処理施設(水質施設の1.~17.及び19.に掲げる施設に係る汚水又は廃液を

含む下水を処理するものに限る｡) 

19.水質施設の1.~17.までに掲げる施設を設置する工場又は事業場から排出される水(水

質施設の1.~17.までに掲げる施設に係る汚水若しくは廃液又は当該汚水若しくは廃液を

処理したものを含むものに限り､公共用水域に排出されるものを除く｡)の処理施設(水質施

設の18.に掲げる施設を除く｡) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.下水道法 
 

下水道法により､終末処理場を有する公共下水道の使用者は下水道に放流する場合､基準に適合するように

水質を管理するよう定められています｡製造業及びガス供給業には(  )内の基準値まで上乗せできることとされ

ています｡ 
 

表1 下水排除基準 昭和34年政令147号 

  特定施設の設置者 特定施設を設置していない者 

項目 50m3/日以上 50m3/日未満 50m3/日以上 50m3/日未満 

温度 45(40)℃未満 

  

45(40)℃未満 

  

ｱﾝﾓﾆｱ性窒素､亜硝酸性窒素 

及び硝酸性窒素含有量 
380(125)mg/L未満 380(125)mg/L未満 

水素ｲｵﾝ濃度(pH) 5(5.7)超～9(8.7)未満 5(5.7)超～9(8.7)未満 

生物化学的酸素要求量(BOD) 600(300)mg/L未満 600(300)mg/L未満 

浮遊物質量(SS) 600(300)mg/L未満 600(300)mg/L未満 

ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質含有量(鉱油類含有量) 5mg/L以下 5mg/L以下 

(動植物油脂類含有量)  30mg/L以下 30mg/L以下 

窒素含有量 240(150)mg/L未満 240(150)mg/L未満 

燐含有量 32(20)mg/L未満 32(20)mg/L未満 

沃素消費量 220mg/L未満 220mg/L未満 

ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物 0.03mg/L以下 

ｼｱﾝ化合物 1mg/L以下 

有機燐化合物 1mg/L以下 

鉛及びその化合物 0.1mg/L以下 

六価ｸﾛﾑ化合物 0.5mg/L以下 

砒素及びその化合物 0.1mg/L以下 

水銀及びｱﾙｷﾙ水銀その他の水銀化合物 0.005mg/L以下 

ｱﾙｷﾙ水銀化合物 検出されないこと 

ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾌｪﾆﾙ 0.003mg/L以下 

ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0.1mg/L以下 

ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0.1mg/L以下 

ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ 0.2mg/L以下 

四塩化炭素 0.02mg/L以下 

1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ 0.04mg/L以下 

1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 1mg/L以下 

ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0.4mg/L以下 

1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ 3mg/L以下 

1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ 0.06mg/L以下 

1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ 0.02mg/L以下 

ﾁｳﾗﾑ 0.06mg/L以下 

ｼﾏｼﾞﾝ 0.03mg/L以下 

ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌ  ゙ 0.2mg/L以下 

ﾍﾞﾝｾﾞﾝ 0.1mg/L以下 

ｾﾚﾝ及びその化合物 0.1mg/L以下 

ほう素及びその化合物 10mg/L以下 

ふっ素及びその化合物 8mg/L以下 

1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ 0.5mg/L以下 

ﾌｪﾉｰﾙ類 5mg/L以下 

銅及びその化合物 3mg/L以下 

亜鉛及びその化合物 2mg/L以下 

鉄及びその化合物(溶解性) 10mg/L以下 

ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物(溶解性) 10mg/L以下 

ｸﾛﾑ及びその化合物 2mg/L以下 

ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類 10pg-TEQ/L以下 
｢検出されないこと｣とは､下水の水質の検定方法(昭和37年厚･建令1号)による結果が定量限界を下回ることをいう｡ 



3.群馬県廃棄物処理施設維持管理基準 
 

群馬県廃棄物処理施設の構造及び維持管理等に関する基準において､廃棄物処理施設管理者は､表に掲
げる項目について決められた頻度で測定し､規定する許容限度に適合するように維持管理を行わなければなり
ません｡ 

安定型産業廃棄物の最終処分場からの浸透水を公共用水域に放流する場合は、BOD20mg/L以下､
COD40mg/L以下及び地下水基準に掲げる基準値に適合するように維持管理することが定められております。
中間処理施設の排水処理設備からの放流水､一般廃棄物最終処分場及び管理型産業廃棄物最終処分場の浸
出液処理設備からの放流水について､排水を公共用水域に放流する場合は､排水基準に適合するように維持
管理することが定められています｡ 

排水あるいは浸透水を地下に浸透させる場合は､有害物質について検出されないこと､及び生活環境項目に
ついて排水基準の許容限度に適合することが定められており､下水道に放流する場合は､下水道法又は､放流
する下水道の管理者が定めた値に管理することが定められています｡ 
 

表1 地下水基準 (観測井戸水､周縁地下水､周辺地下水､安定型産業廃棄物の最終処分場からの浸透水) 
群馬県廃棄物処理施設の構造及び維持管理等に関する基準(平成18年3月制定) 

測定項目 基準値 頻度 

A ｱﾙｷﾙ水銀 検出されないこと Bの電気伝導率又は塩化物ｲｵﾝについて1月に1回以上測定する｡ 

Aの項目について6ヶ月に1回以上(埋立地上流井戸については1年に1回以

上)測定する｡ 

 

地下水等の汚染が生ずるおそれがないことが明らかな項目については､知

事の承認を受けた場合は､この限りではない｡ 

A 総水銀 0.0005mg/L以下 

A ｶﾄﾞﾐｳﾑ 0.003mg/L以下 

A 鉛 0.01mg/L以下 

A 六価ｸﾛﾑ 0.05mg/L以下 

A 砒素 0.01mg/L以下 

A 全ｼｱﾝ 検出されないこと 

A ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾌｪﾆﾙ 検出されないこと 

A ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0.03mg/L以下 

A ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0.01mg/L以下 

A ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ 0.02mg/L以下 

A 四塩化炭素 0.002mg/L以下 

A 1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ 0.004mg/L以下 

A 1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0.02mg/L以下 

A 1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0.04mg/L以下 

A ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0.002mg/L以下 

A 1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ 0.05mg/L以下 

A 1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ 1mg/L以下 

A 1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ 0.006mg/L以下 

A 1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ 0.002mg/L以下 

A ﾁﾗｳﾑ 0.006mg/L以下 

A ｼﾏｼﾞﾝ 0.003mg/L以下 

A ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌ  ゙ 0.02mg/L以下 

A ﾍﾞﾝｾﾞﾝ 0.01mg/L以下 

A ｾﾚﾝ 0.01mg/L以下 

A ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類 1pg-TEQ/L 

B 電気伝導率 - 

B 塩化物ｲｵﾝ - 

 pH - 安定型産業廃棄物最終処分場の浸透水の水質検査をAの項目について1年

に1回以上､水素ｲｵﾝ濃度(pH)､生物化学的酸素要求量(BOD)(又は化学的酸

素要求量(COD))､浮遊物質量(SS)及び窒素含有量(T-N)について1月に1回以

上行う｡(埋立処分が終了した埋立地においては､3ヶ月に1回以上) 

安定型産業廃棄物最終処分場に遮水工又は浸出液処理設備を設けた場合

においては浸出液及び放流水の水質検査をAの項目について1年に1回以

上､水素ｲｵﾝ濃度(pH)､生物化学的酸素要求量(BOD)(又は化学的酸素要求量

(COD))､浮遊物質量(SS)及び窒素含有量(T-N)について1月に1回以上行う｡ 

 BOD 20mg/L 

 COD 40mg/L 

 SS - 

 T-N - 

   



表2 排水基準 

群馬県廃棄物処理施設の構造及び維持管理等に関する基準(平成18年3月制定) 

測定項目 許容限度 頻度 

A ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物 0.03mg/L以下 中間処理施設の排水処理設備において､

処理する前の水質及び処理した後の水

質の検査をAの項目について1年に1回以

上､Bの項目について1月に1回以上行う｡ 

 

一般廃棄物最終処分場及び管理型産業

廃棄物最終処分場の浸出液処理設備に

おいて､処理する前の水質及び処理した

後の水質の検査をAの項目について1年

に1回以上､Bの項目について1月に1回以

上行う｡ 

 

Bの項目の､BOD､CODについては､放流

先によりどちらかを行えばよい｡ 

 

地下水等の汚染が生ずるおそれがない

ことが明らかな項目については､知事の

承認を受けた場合は､この限りではない｡ 

A ｼｱﾝ化合物 1mg/L以下 

A 有機燐化合物 1mg/L以下 

A 鉛及びその化合物 0.1mg/L以下 

A 六価ｸﾛﾑ化合物 0.5mg/L以下 

A 砒素及びその化合物 0.1mg/L以下 

A 水銀及びｱﾙｷﾙ水銀その他の水銀化合物 0.005mg/L以下 

A ｱﾙｷﾙ水銀化合物 検出されないこと 

A ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾌｪﾆﾙ 0.003mg/L以下 

A ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0.3mg/L以下 

A ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0.1mg/L以下 

A ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ 0.2mg/L以下 

A 四塩化炭素 0.02mg/L以下 

A 1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ 0.04mg/L以下 

A 1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0.2mg/L以下 

A 1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0.4mg/L以下 

A ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0.02mg/L以下 

A 1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ 0.5mg/L以下 

A 1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ 3mg/L以下 

A 1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ 0.06mg/L以下 

A 1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ 0.02mg/L以下 

A ﾁﾗｳﾑ 0.06mg/L以下 

A ｼﾏｼﾞﾝ 0.03mg/L以下 

A ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌ  ゙ 0.2mg/L以下 

A ﾍﾞﾝｾﾞﾝ 0.1mg/L以下 

A ｾﾚﾝ及びその化合物 0.1mg/L以下 

A ほう素及びその化合物 10mg/L以下 

A ふっ素及びその化合物 8mg/L以下 

A 
ｱﾝﾓﾆｱ､ｱﾝﾓﾆｳﾑ化合物､ 

亜硝酸化合物及び硝酸化合物 
100mg/L以下 

B 水素ｲｵﾝ濃度(pH) 5.8以上8.6以下 

B 生物化学的酸素要求量(BOD) 25mg/L以下 

B 化学的酸素要求量(COD) 25mg/L以下 

B 浮遊物質(SS) 50mg/L以下 

A ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質含有量(鉱油) 5mg/L以下 

A ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質含有量(動植物油) 30mg/L以下 

A ﾌｪﾉｰﾙ類含有量 1mg/L以下 

A 銅含有量 3mg/L以下 

A 亜鉛含有量 2mg/L以下 

A 溶解性鉄含有量 10mg/L以下 

A 溶解性ﾏﾝｶﾞﾝ含有量 10mg/L以下 

A ｸﾛﾑ含有量 2mg/L以下 

A 大腸菌群数 3000個/cm3以下(日間平均) 

B 窒素含有量 120mg/L以下(日間平均60) 

A 燐含有量 16mg/L以下(日間平均8) 

A ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄ  ゙ 10mg/L以下 

A ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類 10pg-TEQ/L以下 
 



Ⅲ.その他 

1.飲料水等 
水道法に基づき､水質基準に関する省令(平成15年厚労令101号)､水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労

働大臣が定める方法(平成15年厚労告261号)､水質管理目標設定項目(平成15年健発1010004号)､水質管理目標設定

項目の検査方法(平成15年健水発1010001号)､要検討項目(平成4年衛水270号)等が定められています｡ 

建築物における衛生的環境の確保に関する法律では｢建築物環境衛生管理基準｣を定め､特定建築物の所有者等

に維持管理を義務づけています｡ 

食品衛生法に基づき｢食品､添加物等の規格基準｣(昭和34年厚告370号)に食品製造用水が規定されており､水道

水等又は規格に適合する水とされています｡平成26年食安発1222第1号により｢飲用適の水｣等は｢食品製造用水｣と

読替えを行うこととされています｡｢食品等事業者が実施すべき管理運営基準に関する指針(ガイドライン)｣(平成16年

食安発0227012号別添)で､食品取扱施設で使用する水は食品製造用水を使用することとされ､水道水等以外の水を

使用する場合には､年1回以上水質検査を行い､結果を1年間以上保存することとされています｡ただし､不慮の災害等

により水源等が汚染されたおそれがある場合には､その都度水質検査を行うこととされています｡ミネラルウォーター

類は殺菌･除菌無と殺菌･除菌有に区分し､成分規格が設定されています｡ 

飲用に供する井戸等及び水道法等の規制の対象とならない水道の衛生確保対策として｢飲用井戸等衛生対策要

領の実施について｣(昭和62年衛水12号)｢飲用井戸等衛生対策要領の留意事項について｣(昭和62年衛水13号)が示

されています｡ 

群馬県では水道法の適用を受けない小規模な水道について｢群馬県小水道条例｣を定め､許可制小水道事業(給

水人口50人以上100人以下)､届出制小水道事業(給水人口30人以上50人未満)､専用小水道､専用自家水道の区分が

あり､定期及び臨時の水質検査や消毒管理等が定められています｡県内各市においても小水道条例が定められてい

ます｡ 

各法令における検査頻度及び基準値は次の通りです｡ 
 

水道法施行規則(昭和32年厚令45号)第15条 
◎:1ヶ月に1回以上 

(*1):連続的に計測及び記録がなされている場合3ヶ月に1回以上 

(*2):藻類の発生が少ないものとして検査を行う必要がないことが明らかであると認められる期間を除く 

●:3ヶ月に1回以上 

○:3ヶ月に1回以上､水源に水又は汚染物質を排出する施設の設置の状況等から原水の水質が大きく変わるおそれ

が少ないと認められる場合であって､過去3年間における検査の結果が基準値の1/5以下であるときは1年に1回

以上､1/10以下であるときは3年に1回以上とすることができる(過去3年間において水源の種別､取水地点又は浄

水方法を変更した場合を除く) 

*3,*4,*5,*2: 過去の検査の結果が基準値の1/2を超えたことがなく､かつ､下記を勘案してその全部又は一部を行う必

要がないことが明らかであると認められる場合は省略することができる 

(*3):原水並びに水源及び周辺の状況(ﾎｳ素及びその化合物については海水を原水とする場合を除く) 

(臭素酸については浄水処理にｵｿﾞﾝ処理を用いる場合及び消毒に次亜塩素酸を用いる場合を除く) 

(*4):原水､水源及び周辺の状況並びに水道施設の技術的基準を定める省令の薬品等及び資機材等の使用状況 

(*5):原水並びに水源及び周辺の状況(地下水を水源とする場合､近傍の地域における地下水の状況を含む) 

(*2):原水並びに水源及び周辺の状況(湖沼等水が停滞しやすい水域を水源とする場合､藻類の発生状況を含む) 

水道水質管理における留意事項について(平成15年健水発1010001号) 
◆:1年に1回 

建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則(昭和46年厚令2号)第4条 
□,◇:6ヶ月以内に一回 

◇:水質検査の結果､水質基準に適合していた場合には､その次の回の水質検査において省略可能(｢建築物環境衛

生維持管理要領(平成20年健発0125001号)｣) 

☆:1年以内に一回(6月1日から9月30日までの期間中)  

△:3年以内に一回(地下水等を水源の全部または一部として供給する場合) 

▽:給水を開始する前にすべての項目について行う(地下水等を水源の全部または一部として供給する場合) 



表1 水道水質基準及び食品製造用水､ミネラルウォーター類の基準 
水道水質基準:｢水質基準に関する省令｣(平成15年厚労令101号) 

水道法検査頻度:｢水道法施行規則｣(昭和32年厚令45号) 

ビル管法:｢建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則｣(昭和46年厚令2号) 

食品製造用水及びミネラルウォーター類:｢食品､添加物等の規格基準｣(昭和34年厚告370号) 

項目 水道法 原

水 

ﾋ゙ﾙ

管 
水道法 食品製造用水 ﾐﾈﾗﾙｳｫｰﾀｰ類 

(殺菌､除菌無) 

ﾐﾈﾗﾙｳｫｰﾀー 類 

(殺菌､除菌有) 

一般細菌 ◎ ◆ □ 100個/mL以下 100個/mL以下 - - 

大腸菌 ◎ ◆ □ 検出されないこと - - - 

ｶﾄ゙ﾐｳﾑ及びその化合物 ○*3 ◆ ▽ 0.003mg/L以下 0.01mg/L以下 0.003mg/L以下 0.003mg/L以下 

水銀及びその化合物 ○*3 ◆ ▽ 0.0005mg/L以下 0.0005mg/L以下 0.0005mg/L以下 0.0005mg/L以下 

ｾﾚﾝ及びその化合物 ○*3 ◆ ▽ 0.01mg/L以下 - 0.01mg/L以下 0.01mg/L以下 

鉛及びその化合物 ○*4 ◆ ◇ 0.01mg/L以下 0.1mg/L以下 0.05mg/L以下 0.05mg/L以下 

ﾋ素及びその化合物 ○*3 ◆ ▽ 0.01mg/L以下 0.05mg/L以下 0.01mg/L以下 0.01mg/L以下 

六価ｸﾛﾑ化合物 ○*4 ◆ ▽ 0.02mg/L以下 0.02mg/L以下 0.02mg/L以下 0.02mg/L以下 

亜硝酸態窒素 ○ ◆ □ 0.04mg/L以下 - 0.04mg/L以下 0.04mg/L以下 

ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ ● ◆ ☆ 0.01mg/L以下 0.01mg/L以下 0.01mg/L以下 0.01mg/L以下 

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 ○ ◆ □ 10mg/L以下 10mg/L以下 10mg/L以下 10mg/L以下 

ﾌｯ素及びその化合物 ○*3 ◆ ▽ 0.8mg/L以下 0.8mg/L以下 2mg/L以下 2mg/L以下 

ﾎｳ素及びその化合物 ○*3 ◆ ▽ 1.0mg/L以下 - 5mg/L以下 5mg/L以下 

四塩化炭素 ○*5 ◆ △ 0.002mg/L以下 - - 0.002mg/L以下 

1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ ○*5 ◆ ▽ 0.05mg/L以下 - - 0.04mg/L以下 

1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ* ○*5 ◆ △ 0.04mg/L以下 - - 0.04mg/L以下 

ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ ○*5 ◆ △ 0.02mg/L以下 - - 0.02mg/L以下 

ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ ○*5 ◆ △ 0.01mg/L以下 - - 0.01mg/L以下 

ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ ○*5 ◆ △ 0.01mg/L以下 - - 0.004mg/L以下 

ﾍﾞﾝｾﾞﾝ ○*5 ◆ △ 0.01mg/L以下 - - 0.01mg/L以下 

塩素酸 ● - ☆ 0.6mg/L以下 - - 0.6mg/L以下 

ｸﾛﾛ酢酸 ● - ☆ 0.02mg/L以下 - - 0.02mg/L以下 

ｸﾛﾛﾎﾙﾑ ● - ☆ 0.06mg/L以下 - - 0.06mg/L以下 

ｼﾞｸﾛﾛ酢酸 ● - ☆ 0.03mg/L以下 - - 0.03mg/L以下 

ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ ● - ☆ 0.1mg/L以下 - - 0.1mg/L以下 

臭素酸 ●*3 - ☆ 0.01mg/L以下 - - 0.01mg/L以下 

総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ ● - ☆ 0.1mg/L以下 - - 0.1mg/L以下 

ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸 ● - ☆ 0.03mg/L以下 - - 0.03mg/L以下 

ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ ● - ☆ 0.03mg/L以下 - - 0.03mg/L以下 

ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ ● - ☆ 0.09mg/L以下 - - 0.09mg/L以下 

ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄ゙  ● - ☆ 0.08mg/L以下 - - 0.08mg/L以下 

亜鉛及びその化合物 ○*4 ◆ ◇ 1.0mg/L以下 1.0mg/L以下 - - 

ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物 ○*4 ◆ ▽ 0.2mg/L以下 - - - 

鉄及びその化合物 ○*4 ◆ ◇ 0.3mg/L以下 0.3mg/L以下 - - 

銅及びその化合物 ○*4 ◆ ◇ 1.0mg/L以下 1.0mg/L以下 1mg/L以下 1mg/L以下 

ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物 ○*3 ◆ ▽ 200mg/L以下 - - - 

ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物 ○*3 ◆ ▽ 0.05mg/L以下 0.3mg/L以下 0.4mg/L以下 0.4mg/L以下 

塩化物ｲｵﾝ ◎*1 ◆ □ 200mg/L以下 200mg/L以下 - - 

ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度) ○*3 ◆ ▽ 300mg/L以下 300mg/L以下 - - 

蒸発残留物 ○*3 ◆ ◇ 500mg/L以下 500mg/L以下 - - 

陰ｲｵﾝ界面活性剤 ○*3 ◆ ▽ 0.2mg/L以下 0.5mg/L以下 - - 

ｼﾞｪｵｽﾐﾝ ◎*2 ◆ ▽ 0.00001mg/L以下 - - - 

2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵ-ﾙ ◎*2 ◆ ▽ 0.00001mg/L以下 - - - 

非ｲｵﾝ界面活性剤 ○*3 ◆ ▽ 0.02mg/L以下 - - - 

ﾌｪﾉ-ﾙ類 ○*3 ◆ △ 0.005mg/L以下 0.005mg/L以下 - - 

有機物(全有機炭素(TOC)の量) ◎*1 ◆ □ 3mg/L以下 - - 3mg/L以下 

pH値 ◎*1 ◆ □ 5.8以上8.6以下 5.8以上8.6以下 - - 

味 ◎*1 - □ 異常でないこと 異常でないこと - 異常でないこと 

臭気 ◎*1 ◆ □ 異常でないこと 異常でないこと - 異常でないこと 

色度 ◎*1 ◆ □ 5度以下 5度以下 - 5度以下 

濁度 ◎*1 ◆ □ 2度以下 2度以下 - 2度以下 

大腸菌群 - 陰性 - - 

有機ﾘﾝ 0.1mg/L以下 - - 

有機物等(過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量) 10mg/L以下 - - 

ﾊﾞﾘｳﾑ - 1mg/L以下 1mg/L以下 

亜塩素酸 - - 0.6mg/L以下 

残留塩素 - - 3mg/L以下 

ｼﾞｸﾛﾛｱｾﾄﾆﾄﾘﾙ - - 0.01mg/L以下 

1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ - - 0.004mg/L以下 

ﾄﾙｴﾝ - - 0.4mg/L以下 

ｱﾝﾁﾓﾝ - 0.005mg/L以下 0.005mg/L以下 

ﾌﾀﾙ酸ｼ (゙2-ｴﾁﾙﾍｷｼﾙ) - - 0.07mg/L以下 

*:正式名称:ｼｽ-1,2-ｼｸ゙ﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ



表2 水質管理目標設定項目 平成15年健発1010004号別添1 

項目 目標値 

ｱﾝﾁﾓﾝ及びその化合物 0.02mg/L以下 

ｳﾗﾝ及びその化合物 0.002mg/L以下(暫定) 

ﾆｯｹﾙ及びその化合物 0.02mg/L以下 

1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ 0.004mg/L以下 

ﾄﾙｴﾝ 0.4mg/L以下 

ﾌﾀﾙ酸ｼ (゙2-ｴﾁﾙﾍｷｼﾙ) 0.08mg/L以下 

亜塩素酸 0.6mg/L以下 

二酸化塩素 0.6mg/L以下 

ｼﾞｸﾛﾛｱｾﾄﾆﾄﾘﾙ 0.01mg/L以下(暫定) 

泡水ｸﾛﾗ-ﾙ 0.02mg/L以下(暫定) 

農薬類 検出値と目標値の比の 

和として1以下 

残留塩素 1mg/L以下 

ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等 

(硬度) 

10mg/L以上100mg/L以下 

ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物 0.01mg/L以下 

遊離炭酸 20mg/L以下 

項目 目標値 

1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ 0.3mg/L以下 

ﾒﾁﾙ-t-ﾌﾞﾁﾙｴｰﾃﾙ 0.02mg/L以下 

有機物等 

(過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量) 

3mg/L以下 

臭気強度(TON) 3以下 

蒸発残留物 30mg/L以上200mg/L以下 

濁度 1度以下 

pH値 7.5程度 

腐食性 

(ﾗﾝｹﾞﾘｱ指数) 

-1程度以上とし､ 

極力0に近づける 

従属栄養細菌 2,000個/mL以下(暫定) 

1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0.1mg/L以下 

ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物 0.1mg/L以下 

ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸

(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀ

ﾝ酸(PFOA) 

量の和として､0.00005mg/L

以下(暫定) 

表3 要検討項目 平成4年衛水270号別表4 

項目 目標値(mg/L) 

銀及びその化合物 - 

ﾊﾞﾘｳﾑ及びその化合物 0.7 

ﾋﾞｽﾏｽ及びその化合物 - 

ﾓﾘﾌﾞﾃﾞﾝ及びその化合物 0.07 

ｱｸﾘﾙｱﾐﾄ  ゙ 0.0005 

ｱｸﾘﾙ酸 - 

17-β-ｴｽﾄﾗｼﾞｵｰﾙ 0.00008(暫定) 

ｴﾁﾆﾙ-ｴｽﾄﾗｼﾞｵｰﾙ 0.00002(暫定) 

ｴﾁﾚﾝｼﾞｱﾐﾝ四酢酸(EDTA) 0.5 

ｴﾋﾟｸﾛﾛﾋﾄﾞﾘﾝ 0.0004(暫定) 

塩化ﾋﾞﾆﾙ 0.002 

酢酸ﾋﾞﾆﾙ - 

2,4-ｼﾞｱﾐﾉﾄﾙｴﾝ - 

2,6-ｼﾞｱﾐﾉﾄﾙｴﾝ - 

N,N-ｼﾞﾒﾁﾙｱﾆﾘﾝ - 

ｽﾁﾚﾝ 0.02 

ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類 1pg-TEQ/L(暫定) 

ﾄﾘｴﾁﾚﾝﾃﾄﾗﾐﾝ - 

ﾉﾆﾙﾌｪﾉ-ﾙ 0.3(暫定) 

ﾋﾞｽﾌｪﾉ-ﾙA 0.1(暫定) 

ﾋﾄﾞﾗｼﾞﾝ - 

1,2-ﾌﾞﾀｼﾞｴﾝ - 

1,3-ﾌﾞﾀｼﾞｴﾝ - 

項目 目標値(mg/L) 

ﾌﾀﾙ酸ｼ (゙n-ﾌﾞﾁﾙ) 0.01 

ﾌﾀﾙ酸ﾌﾞﾁﾙﾍﾞﾝｼﾞﾙ 0.5 

ﾐｸﾛｷｽﾁﾝ-LR 0.0008(暫定) 

有機すず化合物 0.0006(暫定)(TBTO) 

ﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛ酢酸 - 

ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛ酢酸 - 

ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛ酢酸 - 

ﾌﾞﾛﾓ酢酸 - 

ｼﾞﾌﾞﾛﾓ酢酸 - 

ﾄﾘﾌﾞﾛﾓ酢酸 - 

ﾄﾘｸﾛﾛｱｾﾄﾆﾄﾘﾙ - 

ﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛｱｾﾄﾆﾄﾘﾙ - 

ｼﾞﾌﾞﾛﾓｱｾﾄﾆﾄﾘﾙ 0.06 

ｱｾﾄｱﾙﾃﾞﾋﾄ  ゙ - 

MX 0.001 

ｷｼﾚﾝ 0.4 

過塩素酸 0.025 

N-ﾆﾄﾛｿｼﾞﾒﾁﾙｱﾐﾝ(NDMA) 0.0001 

ｱﾆﾘﾝ 0.02 

ｷﾉﾘﾝ 0.0001 

1,2,3-ﾄﾘｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ 0.02 

ﾆﾄﾘﾛ三酢酸(NTA) 0.2 

 



表4 原水の汚染の程度を表し､浄水処理等の工程管理のために有用となる項目 平成4年衛水270号別表3 

ｱﾝﾓﾆｱ態窒素 侵食性遊離炭酸 

生物化学的酸素要求量(BOD) 全窒素 

化学的酸素要求量(COD) 全りん 

紫外線(UV)吸光度 ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ(THM)生成能 

浮遊物質量(SS) 生物 

 

表5 浄水処理対応困難物質(平成27年健水発0306第1号別添1) 

物質 生成する水質基準物質 備考(*) 

ﾍｷｻﾒﾁﾚﾝﾃﾄﾗﾐﾝ(HMT) 

ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄ  ゙

(塩素処理により生成) 

水濁法指定物質 

PRTR第1種 

1,1-ｼﾞﾒﾁﾙﾋﾄﾞﾗｼﾞﾝ(DMH) PRTR第1種 

N,N-ｼﾞﾒﾁﾙｱﾆﾘﾝ(DMAN) PRTR第1種 

ﾄﾘﾒﾁﾙｱﾐﾝ(TMA)  

ﾃﾄﾗﾒﾁﾙｴﾁﾚﾝｼﾞｱﾐﾝ(TMED)  

N,N-ｼﾞﾒﾁﾙｴﾁﾙｱﾐﾝ(DMEA)  

ｼﾞﾒﾁﾙｱﾐﾉｴﾀﾉｰﾙ(DMAE)  

ｱｾﾄﾝｼﾞｶﾙﾎﾞﾝ酸 

ｸﾛﾛﾎﾙﾑ 

(塩素処理により生成) 

 

1,3-ｼﾞﾊｲﾄﾞﾛｷｼﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝ 

(ﾚｿﾞﾙｼﾉｰﾙ) 
 

1,3,5-ﾄﾘﾋﾄﾞﾛｷｼﾍﾞﾝｾﾞﾝ  

ｱｾﾁﾙｱｾﾄﾝ  

2’-ｱﾐﾉｱｾﾄﾌｪﾉﾝ  

3’-ｱﾐﾉｱｾﾄﾌｪﾉﾝ  

臭化物(臭化ｶﾘｳﾑ等) 

臭素酸(ｵｿﾞﾝ処理により生成)､ 

ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ､ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ､ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ

(塩素処理により生成) 

 

(*)PRTR第1種指定化学物質については､経済産業省HP等から排出事業所等の情報収集が可能である｡PRTR第1種指

定化学物質以外の物質については､今後､厚生労働省が関係省庁と連携し､情報収集に努める｡ 

 

表6 過去に水質事故の原因となった物質等(平成27年健水発0306第1号別添2) 

物質等 水質事故の内容 備考 

ｽﾁﾚﾝ 

要検討項目の目標値超過 

PRTR 第1種 

有機すず化合物 PRTR 第1種 

過塩素酸  

ﾊﾟー ﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS) 
発泡 

PRTR 第1種 

ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝｸﾞﾘｺｰﾙ  

ﾊﾟー ﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA) 
毒性の懸念 

 

ﾋﾄﾞﾛｷｼﾙｱﾐﾝ  

ｼｸﾛﾍｷｼﾙｱﾐﾝ 
塩素と反応し異臭  

PRTR 第1種 

3,5-ｼﾞﾒﾁﾙﾋﾟﾗｿﾞー ﾙ  

ﾅﾌﾀﾚﾝ 
異臭 

PRTR 第1種 

香料(ﾌｪﾆﾙﾒﾁﾙｴｰﾃﾙ､ｲｿ吉草酸ﾒﾁﾙ等)  

ｱｸﾘﾙ酸2-ｴﾁﾙﾍｷｼﾙ 

異臭､油膜の形成 

 

硫酸ﾋﾟｯﾁ(硫酸､ﾀｰﾙ､油分)  

油類  

ﾎﾟﾘｱｸﾘﾙ酸ﾌﾞﾁﾙ 表面膜の形成  

ｽﾙﾌｧﾐﾝ酸 

塩素消費量増加 

 

ﾁｵ硫酸ﾅﾄﾘｳﾑ  

ｱﾝﾓﾆｱ類(重炭酸ｱﾝﾓﾆｳﾑ等)  

水酸化ﾅﾄﾘｳﾑ 
pH 異常 

 

ｾﾒﾝﾄ灰汁  

蛍光塗料､染料 色度超過  

 



公衆浴場及び旅館業における衛生管理等については｢公衆浴場における水質基準等に関する指針｣｢公衆浴場

における衛生等管理要領｣｢旅館業における衛生等管理要領｣が策定されています｡ 
表7 公衆浴場水質基準 平成12年生衛発1811号(平成15年健発0214004号改正) 

項目 
基準値 

原水､原湯､上がり湯及び上がり用水 浴槽水 

色度 5度以下 - 

濁度 2度以下 5度以下 

pH 5.8～8.6 - 

TOC 3mg/L以下 8mg/L以下 

大腸菌 不検出  

大腸菌群  1個/mL以下 

ﾚｼﾞｵﾈﾗ属菌 10CFU/100mL未満 10CFU/100mL未満 

浴槽水の消毒に当たっては､塩素系薬剤を使用し､浴槽水中の遊離残留塩素濃度を頻繁に測定して､通常0.2ないし

は0.4mg/L程度を保ち､かつ､遊離残留塩素濃度は最大1.0mg/Lを超えないよう努めること｡ 

備考:都道府県知事は､営業者の申請に基づき薬湯温泉等を使用するものであるため､この基準により難しく､かつ衛

生上危害を生じるおそれがないと認めるときは､この基準の一部又はすべての適用を除外することができる｡ 
 

遊泳用プールの衛生基準は｢水質基準｣｢施設基準｣｢維持管理基準｣が定められています｡気泡浴槽､採暖槽等

の設備その他のエアロゾルを発生させやすい設備又は､水温が比較的高めの設備がある場合は｢循環式浴槽にお

けるレジオネラ症防止対策マニュアル｣(平成13年健衛発95号)等を参考にして､適切に管理することとされています｡

学校の水泳プールについては､｢学校保健安全法｣に基づいて衛生管理されています｡ 
表8 ﾌﾟー ﾙ水の衛生基準 

項目 
遊泳用ﾌﾟー ﾙの衛生基準 

平成19年健発0528003号 

水泳ﾌﾟー ﾙに係る学校環境衛生基準 

平成21年文告60号 

pH値 5.8以上8.6以下(月1回以上) 5.8以上8.6以下(30日以内ごとに1回) 

濁度 2度以下(月1回以上) 2度以下(30日以内ごとに1回) 

過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量 12mg/L以下(月1回以上) 12mg/L以下(30日以内ごとに1回) 

遊離残留塩素 0.4～1.0mg/L(午前1回以上,午後2回以上) 0.4～1.0mg/L (30日以内ごとに1回) 

(二酸化塩素) 0.1～0.4mg/L - 

(亜塩素酸濃度) 1.2mg/L以下 - 

大腸菌 不検出(月１回以上) 不検出(30日以内ごとに1回) 

一般細菌 200CFU/mL以下(月１回以上) 200CFU/mL以下(30日以内ごとに1回) 

総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ 0.2mg/L以下(暫定)(年1回以上) 

(通年又は夏期営業:6月から9月､それ以外

の時期に営業:水温が高めの時期) 

0.2mg/L以下(暫定)(使用期間中の適切

な時期に1回以上､プール水を1週間に1

回以上全換水する場合省略できる) 

循環ろ過装置の処理水出口

における濁度(施設基準) 

0.5度以下 

0.1度以下であることが望ましい 

0.5度以下(毎学年1回) 

0.1度以下であることが望ましい 

ﾚｼﾞｵﾈﾗ属菌(維持管理基準) 10CFU/100mL未満(年１回以上) - 

(備考) 海水又は温泉水を原水として利用するﾌﾟー

ﾙにおいては､基準の一部の適用を除外し

てもよい 

飲料水に供していない井戸水､河川水､

湖沼水等を用いる場合は､ﾌﾟー ﾙ使用開

始前に水質検査を行い､専用水道が実

施すべき水質検査項目の基準を満た

すよう努める 
 



建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則で雑用水の管理基準が定められています｡水道水を

利用している場合は適用外です｡雑用水とは､噴水や人工の池､水洗トイレ､清掃等に使用する水を指します｡ 
表9 特定建築物における雑用水の水質基準と測定頻度｢建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則｣(昭和46年厚令2号) 

使用用途 残留塩素 pH値 臭気 外観 大腸菌 濁度 

散水･修景･ 

清掃用 
遊離残留塩素 

として 

0.1mg/L以上 

(7日に1回) 

5.8以上 

8.6以下 

(7日に1回) 

異常で 

ないこと 

(7日に1回) 

ほとんど 

無色透明 

であること 

(7日に1回) 

検出され 

ないこと 

(2ヶ月に1回) 

2度以下 

(2ヶ月に1回) 

水洗ﾄｲﾚ用 測定不要 

その他雑用水 測定不要 測定不要 測定不要 測定不要 測定不要 
 

温泉水を飲用利用するには温泉法による申請が必要となります｡温泉飲用利用基準ではひ素､銅､ふっ素､鉛､水

銀､遊離炭酸の各成分について飲用許容量が定められており､鉱泉分析法指針(平成26年)により分析を行なうことと

されています｡微生物学的衛生管理として一般細菌､大腸菌群､全有機炭素について基準が定められ､臭気､味､色

度､濁度については､異常でないことを確認することとされています｡ 

群馬県温泉事務指導要綱でも衛生管理を行うことが定められており､飲用に供する温泉は､飲泉口において採取

したものについて年1回以上､一般細菌､大腸菌群､全有機炭素の検査を行い､基準値に適合していることを確認す

ることが必要です｡ 
表10 温泉飲用利用基準(微生物学的衛生管理)昭和50年環自企424号(平成19年環自総発071001002号改正) 

項目 基準値 

一般細菌 100個/mL以下 

大腸菌群 検出されないこと 

全有機炭素(TOC) 5mg/L以下 
 

利用者が概ね1万人以上の海水浴場及び5千人以上の湖沼･河川水浴場を対象として水浴場の水質調査が実施

されており､その判定基準を以下に示します｡ 
表11 水浴場水質判定基準 平成9年環水管115号 

  区分 糞便性大腸菌群数 油膜の有無 COD 透明度 

適 

水質AA 
不検出 

(検出下限2個/100mL) 
油膜が認められない 

2mg/L以下 

(湖沼は3mg/L以下) 
全透(1m以上) 

水質A 100個/100mL以下 油膜が認められない 
2mg/L以下 

(湖沼は3mg/L以下) 
全透(1m以上) 

可 
水質B 400個/100mL以下 常時は油膜が認められない 5mg/L以下 1m未満～50cm以上 

水質C 1000個/100mL以下 常時は油膜が認められない 8mg/L以下 1m未満～50cm以上 

不適 1000個/100mL超 常時油膜が認められる 8mg/L超 50cm未満 
 



2.工業用水 
 

工業用水道は飲み水ではありませんが、工場等で冷却水や洗浄水として大量に使用され、工業生産の過程

で欠かすことのできないものです｡ 
群馬県工業用水道条例では､水温28度以下､濁度15度以下､水素イオン濃度(pH値)5.8以上8.6以下と供給する

水質の基準が設けられています｡また､工業用水道事業法施行令では､供給する工業用水に対して､水温､濁度､

水素イオン濃度､アルカリ度､硬度､蒸発残留物､塩素イオン濃度､鉄イオンの測定が定められています｡ 
工業用水として利用する水質に法的な基準はありませんが､日本工業用水協会による工業用水道供給標準

水質､日本冷凍空調工業会による冷凍空調機器用水質ガイドライン(JRA-GL 02:1994)の冷却水、冷水、温水、

補給水の水質基準値などの基準があります｡ 
 

表1 工業用水基準 日本工業用水協会 工業用水水質基準制定委員会(昭和46年) 

項目 
工業用水道 

供給標準水質 
冷却用水 洗浄用水 原料用水 温湿調整用水 製品処理用水 

濁度(度) 20 10～30 1～30 1～20 1～20 1～20 

pH 6.5～8.0 7～7.5 7～7.5 7 7 7～7.5 

アルカリ度 

(mgCaCO₃/L) 
75 35～100 20～100 30～60 40～100 40～100 

硬度 

(mgCaCO₃/L) 
120 50～200 30～100 10～80 20～100 10～100 

蒸発残留物 

(mg/L) 
250 75～300 50～300 50～200 50～200 50～300 

塩素イオン 

(mg/L) 
80 10～100 5～100 5～30 5～30 5～30 

鉄 

(mg/L) 
0.3 0.05～0.1 0.05～0.1 0.01～0.1 0.05～0.1 0.05～0.1 

マンガン 

(mg/L) 
0.2 0.02～0.1 0.01～0.1 0.01～0.1 0.01～0.1 0.01～0.1 

 



表2 冷却水,冷水,温水,補給水の水質基準値(5) 社団法人 日本冷凍空調工業会 冷凍空調機器用水質ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ(JRA-GL 02:1994) 

項目(1)(6)  

冷却水系(4)  
冷水系 

温水系(3)  
傾向(2)  

循環式 一過式 低位中温水系 高位中温水系 

循環水 補給水 一過水 
循環水 
(20℃以下) 

補給水 
循環水 
(20～60℃) 

補給水 
循環水 
(60～90℃) 

補給水 腐食 
ｽｹｰﾙ 

生成 

基
準
項
目 

pH 

(25℃) 
6.5～8.2 6.0～8.0 6.8～8.0 6.8～8.0 6.8～8.0 7.0～8.0 7.0～8.0 7.0～8.0 7.0～8.0 ○ ○ 

電気伝導率 

(mS/m)(25℃) 
80以下 30以下 40以下 40以下 30以下 30以下 30以下 30以下 30以下 ○ ○ 

{μs/cm}(25℃) 
800以

下 
300以下 

400以

下 

400以

下 
300以下 300以下 

300以

下 

300以

下 
300以下     

塩化物ｲｵﾝ 

(mgCl-/L) 

200以

下 
50以下 50以下 50以下 50以下 50以下 50以下 30以下 30以下 ○   

硫酸ｲｵﾝ 

(mgSO4
2-/L) 

200以

下 
50以下 50以下 50以下 50以下 50以下 50以下 30以下 30以下 ○   

酸消費量 

(pH4.8) 

(mgCaCO3/L) 

100以

下 
50以下 50以下 50以下 50以下 50以下 50以下 50以下 50以下   ○ 

全硬度 

(mgCaCO3/L) 

200以

下 
70以下 70以下 70以下 70以下 70以下 70以下 70以下 70以下   ○ 

ｶﾙｼｳﾑ硬度 

(mgCaCO3/L) 

150以

下 
50以下 50以下 50以下 50以下 50以下 50以下 50以下 50以下   ○ 

ｲｵﾝ状ｼﾘｶ 

(mgSiO2/L) 
50以下 30以下 30以下 30以下 30以下 30以下 30以下 30以下 30以下   ○ 

参
考
項
目 

鉄 

(mgFe/L) 
1.0以下 0.3以下 1.0以下 1.0以下 0.3以下 1.0以下 0.3以下 1.0以下 0.3以下 ○ ○ 

銅 

(mgCu/L) 
0.3以下 0.1以下 1.0以下 1.0以下 0.1以下 1.0以下 0.1以下 1.0以下 0.1以下 ○   

硫化物ｲｵﾝ 

(mgS2-/L) 

検出され

ないこと 

検出され

ないこと 

検出され

ないこと 

検出され

ないこと 

検出され

ないこと 

検出され

ないこと 

検出され

ないこと 

検出され

ないこと 

検出され

ないこと 
○   

ｱﾝﾓﾆｳﾑｲｵﾝ 

(mgNH4
+/L) 

1.0以下 0.1以下 1.0以下 1.0以下 0.1以下 0.3以下 0.1以下 0.1以下 0.1以下 ○   

残留塩素 

(mgCl/L) 
0.3以下 0.3以下 0.3以下 0.3以下 0.3以下 0.25以下 0.3以下 0.1以下 0.3以下 ○   

遊離炭酸 

(mgCO2/L) 
4.0以下 4.0以下 4.0以下 4.0以下 4.0以下 0.4以下 4.0以下 0.4以下 4.0以下 ○   

安定度指数 6.0～7.0 - - - - - - - - ○ ○ 

(1)項内の名称とその用語の定義及び単位はJIS K0101による｡なお､{ }内の単位及び数値は従来単位によるもので参考として併記した｡ 

(2)欄内の○印は腐食又はｽｹｰﾙ生成傾向に関係する因子であることを示す｡ 

(3)温度が高い場合(40℃以上)には､一般に腐食性が著しく､特に鉄鋼材料が何の保護皮膜も無しに水と直接触れるようになっている時は､

防食薬剤の添加､脱気処理など有効な防食対策を施すことが望ましい｡ 

(4)密閉式冷却塔を使用する冷却水系において､閉回路循環水及びその補給水は温水系の､散布水及びその補給水は循環式冷却水系の､

それぞれ水質基準による｡ 

(5)供給･補給される源水は､水道水(上水)､工業用水及び地下水とし､純水､中水､軟化処理水などは除く｡ 

(6)上記15項目は腐食及びｽｹｰﾙ障害の代表的な因子を示したものである｡ 
 



3.水産用水 
 

水産用水に関して､水産生物を対象として法的に定められた水質基準はありません｡日本水産資源保護協会が

設定した水産用水基準があり､この基準が用いられることが一般的です｡ 
 

表1 水産用水基準 社団法人 日本水産資源保護協会 水産用水基準 第8版(2018年版) 

項目 河川 湖沼 海域 

BOD 

自然繁殖 3mg/L以下 

- - 
ｻｹ,ﾏｽ,ｱﾕ 2mg/L以下 

成育 5mg/L以下 

ｻｹ,ﾏｽ,ｱﾕ 3mg/L以下 

COD - 

自然繁殖 4mg/L以下 一般 - 

ｻｹ,ﾏｽ,ｱﾕ 2mg/L以下 ﾉﾘ養殖場  

成育 5mg/L以下 閉鎖性内湾 - 

ｻｹ,ﾏｽ,ｱﾕ 3mg/L以下 の沿岸域  

全窒素 - 

ｺｲ,ﾌﾅ 1.0mg/L以下 水産1種 0.3mg/L以下 

ﾜｶｻｷ  ゙ 0.6mg/L以下 水産2種 
0.6mg/L以下 

0.3mg/L超 

ｻｹ,ｱﾕ 0.2mg/L以下 水産3種 
1.0mg/L以下 

0.6mg/L超 

無機態窒素 

(最低限必要

な濃度) 

- - 
ﾉﾘ養殖 0.07～0.1mg/L 

ﾜｶﾒ養殖 0.0028mg/L 

全ﾘﾝ - 

ｺｲ,ﾌﾅ 0.1mg/L以下 水産1種 0.03mg/L以下 

ﾜｶｻｷ  ゙ 0.05mg/L以下 水産2種 
0.05mg/L以下 

0.03mg/L超 

ｻｹ,ｱﾕ 0.01mg/L以下 水産3種 
0.09mg/L以下 

0.05mg/L超 

無機態ﾘﾝ 

(最低限必要

な濃度) 

- - ﾉﾘ養殖 0.007～0.014mg/L 

DO 
6mg/L以上 6mg/L以上 

ｻｹ,ﾏｽ,ｱﾕ 7mg/L以上 内湾漁場夏期底層 4.3mg/L 

pH 
6.7～7.5 7.8～8.4 

生息する生物に悪影響を及ぼすほどpHの急激な変化がないこと｡ 

SS 

25mg/L以下 

(人為的 5mg/L以下) 

ｻｹ,ﾏｽ,ｱﾕ 1.4mg/L以下 人為的 2mg/L以下 

透明度 4.5m以上 海藻類の繁殖に適した水温におい

て必要な照度が保持され､その繁殖

と生長に影響を及ぼさないこと｡ 

忌避行動などの反応を起こ

させる原因とならないこと｡ 

日光の透過を妨げ､水生植

物の繁殖､生長に影響を及

ぼさないこと｡ 

温水性魚類 3.0mg/L以下 

透明度 1.0m以上 

 

着色 
光合成に必要な光の透過が妨げられないこと｡ 

忌避行動の原因とならないこと｡ 

水温 水産生物に悪影響を及ぼすほどの水温の変化がないこと｡ 

大腸菌群 1000MPN/100mL以下(生食用ｶｷ 70MPN/100mL以下) 

油分 
水中には油分が検出されないこと｡ 

水面に油膜が認められないこと｡ 



表2 水産用水基準(底質) 

項目 河川 湖沼 海域 

底質 

有機物などによる汚泥床､ 

みずわたなどの発生を起こさないこと｡ 

COD(OH) 20mg/gdry以下 

硫化物 0.2mg/gdry以下 

n-ﾍｷｻﾝ抽出物質 0.1%以下 

微細な懸濁物が岩面､礫､又は砂利などに付着し､種苗の着生､発生あるいはその発育を妨げないこと｡ 

昭和48年環告14号により得られた検液中の有害物質が水産用水基準値の10倍を下回ること｡ 

ただし､ｶﾄﾞﾐｳﾑ､PCBについては検液中の濃度が検出下限値を下回ること｡ 

ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類 150pgTEQ/g以下 
 

表3 水産用水基準(人の健康の保護に関する環境基準に定められている有害物質) 

  基準値(mg/L) 

項目 淡水域 海域 

ｶﾄﾞﾐｳﾑ 0.003 0.003 

全ｼｱﾝ 0.005 0.001 

鉛 0.003 0.003 

六価ｸﾛﾑ 0.0002 0.01 

砒素 0.01 0.01 

総水銀 0.0002 0.0001 

ｱﾙｷﾙ水銀 検出されないこと 0.001 

PCB 検出されないこと 検出されないこと 

ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ 0.02 0.02 

四塩化炭素 0.002 0.002 

1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ 0.004 0.004 

ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0.04 0.04 

1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0.1 0.1 

1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ 0.5 0.5 

1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ 0.006 0.006 

ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0.01 0.01 

ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0.01 0.002 

1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ 0.002 0.002 

ﾁｳﾗﾑ 0.006 - 

ｼﾏｼﾞﾝ 0.003 - 

ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌ  ゙ 0.001 0.02 

ﾍﾞﾝｾﾞﾝ 0.01 0.01 

ｾﾚﾝ 0.002 0.01 

硝酸態窒素 9 7 

亜硝酸態窒素 0.03 0.06 

ふっ素 0.8 1.4 

ほう素 1 4.5 
 

表4 水産用水基準(生活環境の保全に関する環境基準に定められている有害物質) 

 基準値(mg/L) 

項目 淡水域 海域 

亜鉛 検出されないこと 検出されないこと 



表5 水産用水基準(要監視項目として定められている有害物質) 

 基準値(mg/L) 

項目 淡水域 海域 

ｸﾛﾛﾎﾙﾑ 0.05 0.06 

ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0.04 0.04 

1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ 0.06 0.06 

p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ 0.1 0.07 

ｲｿｷｻﾁｵﾝ 0.008 0.008 

ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ 検出されないこと 検出されないこと 

ﾌｪﾆﾄﾛﾁｵﾝ(MEP) 検出されないこと 検出されないこと 

ｲｿﾌﾟﾛﾁｵﾗﾝ 0.04 0.04 

ｵｷｼﾝ銅 0.006 - 

ｸﾛﾛﾀﾛﾆﾙ(TPN) 0.001 0.002 

ﾌﾟﾛﾋﾟｻﾞﾐﾄ  ゙ 0.008 - 

EPN 検出されないこと 検出されないこと 

ｼﾞｸﾛﾙﾎﾞｽ(DDVP) 検出されないこと 検出されないこと 

ﾌｪﾉﾌﾞｶﾙﾌﾞ(BMPC) 検出されないこと 0.003 

ｲﾌﾟﾛﾍﾞﾝﾎｽ(IBP) 検出されないこと 0.008 

ｸﾛﾙﾆﾄﾛﾌｪﾝ(CNP) 0.0009 0.08 

ﾄﾙｴﾝ 0.6 0.3 

ｷｼﾚﾝ 0.4 - 

ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ 0.001 0.06 

ﾆｯｹﾙ 0.004 0.007 

ﾓﾘﾌﾞﾃﾞﾝ 0.07 0.07 

ｱﾝﾁﾓﾝ 0.008 0.4 

ﾏﾝｶﾞﾝ 0.2 0.2 
 

表6 水産用水基準(ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類による大気の汚染､水質の汚濁及び土壌の汚染に係る環境基準) 

 基準値(pgTEQ/L) 

項目 淡水域 海域 

ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類 1pgTEQ/L 1pgTEQ/L 
 

表7 水産用水基準(基準値､指針値が定められていない有害物質) 

 基準値(mg/L) 

項目 淡水域 海域 

ｱﾝﾓﾆｱ態窒素(2020年7月改定) 1.9(pH7.0,水温20℃) 0.90(pH8.0,塩分30) 

残留塩素(残留ｵｷｼﾀﾞﾝﾄ) 検出されないこと 検出されないこと 

硫化水素 検出されないこと 検出されないこと 

銅 0.0009 検出されないこと 

ｱﾙﾐﾆｳﾑ 検出されないこと 0.1 

鉄 0.09 0.2 

陰ｲｵﾝ界面活性剤 検出されないこと 検出されないこと 

非ｲｵﾝ界面活性剤 検出されないこと 検出されないこと 

ﾍﾞﾝｿﾞ(a)ﾋﾟﾚﾝ 検出されないこと 0.00001 

ﾄﾘﾌﾞﾁﾙｽｽﾞ化合物 0.000007 0.000002 

ﾄﾘﾌｪﾆﾙｽｽﾞ化合物 - 検出されないこと 

ﾌｪﾉｰﾙ類 0.008 0.2 

ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄ  ゙ 0.5 0.04 
 


